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序章 研究の目的 
 

現在、日本学生支援機構では学生生活調査、奨学事業に関する実態調査、奨学

金の返還者に関する属性調査などの各種調査が実施され、学生の生活や学費負担

の状況、奨学金の受給状況、日本学生支援機構の貸与奨学金返還者の実態等が報

告されている。しかし、同機構の奨学金が学生の学業成績や卒業・修了、卒業後の就

職等にどのような効果を有しているのか、という分析を行うまでには至っていない。その

理由の一つに、各調査が一時点での調査であり、回答者も異なるため、同一個人を入

学から卒業、就職後まで継続して追跡調査を行うことができていないという点が挙げら

れる。仮に、ある年の学生生活調査の回答者のうち初年次生を取り上げて、同じ回答

者に対して在学中や卒業後にも継続した調査を行うことができれば、奨学金が学習行

動や就職等にどのような効果をもたらすのかを分析することが可能になる。また、回答

者の高校・大学時代の学業成績や保護者の学歴などのデータも同時に収集できれば、

より詳しい分析が可能となる。 

このような観点から、本研究では、海外における奨学金事業の調査とその効果分析

に関する基礎的調査を実施することとした。なかでも、アメリカの奨学金事業に注目して

効果分析の手法や追跡調査の実施状況を調査し、我が国の奨学金事業の効果検証

体制の再構築のための基礎資料とすることとした。周知のとおり、アメリカでは世界でも

類をみない規模の奨学金事業が展開されており、連邦政府、州政府、大学、企業等が

それぞれ独自の奨学金事業を実施している。そして、各々が奨学金の効果に関する分

析を行っており、我が国にとって参考になるものも多い。そこで、本研究では、まずアメリ

カにおける奨学金の効果分析の手法についてレビューを行う(第 1 章)。次に、連邦レ

ベルに焦点を当てて、特に、連邦教育省全米教育統計センターが実施する各種調査

の概要を整理し(第 2 章 )、特に大学生を対象とした３つの調査の具体的な実施方法に

ついて述べる(第 3～5 章)。さらに、卒業生追跡調査の結果から、学士号取得後 4 年

目の者の就業状況、学資ローンの負債の状況、返還状況等を明らかにし、最後に日

本への示唆を述べる。 

なお、本研究は平成 30 年度日本学生支援機構「学生支援の推進に資する調査研

究事業」の助成を受けて実施されたものである。このような機会を頂いたことに心より御

礼申し上げたい。また、研究協力者である柳浦猛氏（コロンビア大学ティーチャーズカ

レッジ大学院生 , Postsecondary Analytics LLC, Affiliated Consultant）には、本

報 告 書 を ご 執 筆 頂 く と と も に 、 こ れ ま で 州 高 等 教 育 管 理 者 協 会 (State Higher 
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Education Executive Officers, SHEEO) や テ ネ シ ー 州 高 等 教 育 委 員 会

(Tennessee Higher Education Commission, THEC)等に勤務され、数多くの調査

分析を担当されてきた立場から多くの有益なアドバイスを頂いた。心より深く感謝申し

上げたい。
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第１章 アメリカにおける奨学金の効果分析手法の歴史的変遷およ

び先行研究  
 

1. 奨学金効果測定の初期研究とその問題点  

アメリカの奨学金の効果分析は、1970 年代まで遡ることができる。19７0−1990 年代

における初期の奨学金研究は、主に 1972 年時点の高校生を大学卒業まで追跡した、

National Longitudinal Study of 1972 (NLS -72)や、1980 年時点の高校生を１０

数年に渡って追跡した High School ＆Beyond といった全国規模の追跡調査データ

を用いて行われた。これらの初期研究で用いられた手法は計量経済学に基づく回帰

手法であり、ローンを含めた学生支援が、どの程度大学進学に影響を与えているか測

定することを目的とした研究が多い（Heller,1997）。 

し か し 、 当 時 の 研 究 は 、 そ の 効 果 測 定 手 法 に 問 題 が あ っ た こ と が後 に 判 明 し

（Dynarski, 2003； Deming and Dynarski, 2009）、現在の奨学金研究において

言及されることは少ない。その問題とは、奨学金受給が無作為に行われていないにもか

かわらず、当時の研究は奨学金受給が無作為に行われていたという誤った前提で効

果測定が行われ、結果その係数に誤差が生じてしまっていたということである。現実に

は、学生は奨学金申請書を提出し、その申請書が認められて初めて奨学金を受け取

ることができる。したがって、学生が自ら奨学金を受け取る意志を表明しているわけであ

り、これは無作為とはいえない。 

なぜこれが問題になるのかは、多少技術的な説明が必要になる。計量経済学にお

いて、回帰分析で係数を誤差なく算出するための一つの大前提として、変数が外生的

（Exogenous）でなければならないという条件がある。外生的とは、サンプルが選び取る

ことのできない数値、とも言い換えることができる。例えば、学生 100 人のデータがある

とする。この際、性別、年齢などは、学生が自ら選択したものではないため外生的であ

る。一方、奨学金受給などは、自ら選択した結果手に入れたものであるため、外生的で

はない。計量経済学用語で外生的ではない変数を内生変数（Endogenous Variable）

と呼び、回帰分析に内生変数が組み込まれた際、全ての係数に誤差が生じてしまうこ

とがわかっている（Greene,2002）。 

外生変数でないイコール内生変数ではあるのだが、しかしその説明だけでは内生変

数の説明としては不十分である。内生変数が発生してしまうメカニズムを理解することが、

奨学金分析の困難さを知る上で特に重要である。内生変数は、厳密に言えば、データ

として確認されていない要素が回帰式に存在し、その未確認要素が回帰式で用いられ
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る 変 数 及 び 、 従 属 変 数 に 影 響 を 与 え る と き に 外 生 化 を や め 、 内 生 化 し て い く

（Greene,2002; Angrist & Pischke, 2009）。 

これは言葉で説明するよりも、単純な数式を用いて説明するほうがわかりやすい。以

下の式は単純な回帰式を表している。従属変数（Y）は、学生が大学進学したか否か、

独立変数（X）は、奨学金受給が大学出願前に決定していたかどうかのみとする。 

 

Y(大学進学 ) ＝ 奨学金受給決定（X）×B ＋ E（エラー・誤差） 

 

この回帰モデルにおいては、奨学金受給決定が大学進学に影響を与えると仮定し、最

重要関心事は、奨学金受給決定が大学進学に及ぼす影響力を示す係数 B がどのよ

うな数値を示すかにある。エラーは、モデルで説明できない要素、すなわち奨学金受給

決定変数以外の要素全てを含む。計量経済学において、エラーは、完全にランダムに

分布している必要がある。これは回帰分析における重要な前提であり、内生変数はこ

の前提を崩してしまうが故に問題となるのだが、以下それを詳述する。なお、大学進学

はイエスかノーの２値変数であるため、プロビットもしくはロジステック回帰を用いるべきで

あるという指摘もあるかもしれないが、内生変数の問題はどのような回帰アプローチを用

いようとも同様な影響を与えるため、ここでは通常の回帰式のもと、説明を進める。 

 この式において、奨学金受給決定は内生変数である。その大きな理由が、経済学で

よく使われる用語、セルフ・セレクション（Self-Selection）である。例えば、奨学金受給

決定に至る過程は人によって大きく異なり、ただ家庭が低収入であるからだけとは限ら

ない。奨学金の存在自体を知らない（結果進学しない）という学生は、そもそも奨学金

を申請することさえしない。逆にほとんどの卒業生が大学進学する高校に通う生徒であ

れば、友人を通じて奨学金のことをより理解している結果、より積極的に申請し、受給

決定の可能性が上昇したかもしれない。また、ローンを受け取ることに対して否定的な

考えをもち、アルバイトを通して学費を稼ぐことを選ぶ学生もいる。つまり、奨学金を申

請する可能性や理由が人によって大きく変わり、それは、奨学金受給決定にも当然影

響を与え、ひいては大学進学の意思決定にも大きな影響を与える。そして通常、このよ

うな理由及び可能性をデータ化することは困難であり、回帰式に組み込むことは難しい。

これを専門用語で、Unobservable Variables（観測できない変数）と呼ぶ。 

 変数の内生化は、重要な要因となる変数がデータとして観察できないとき、すなわち

Unobservable  Variables が 存 在 す る 時 に 起 こ る 。 な ぜ な ら 、 Unobservable 

Variables はエラー（E）の一部として組み込まれたため、エラーがランダムに分布をせ
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ずに、奨学金受給決定と相関してしまっているからである。結果、回帰分析の前提が壊

れることになる。その原因となる変数、奨学金受給決定、は内生変数となる。内生変数

は、回帰分析の前提を崩すため、式内の係数すべてに誤差を生むことになる。 

 変数としての奨学金受給決定の内生化を防ぐための一つの方法は、奨学金申請理

由など、エラーに含まれているランダム以 外 の要 素をすべてデータ化し、制 御 変 数

（Control Variables）として回帰式に組み込むことである。その結果、エラーは再びラ

ンダムに分布することになり、回帰式の前提も復活し、奨学金受給決定の内生化を防

ぐことができる。しかし、当然のことながら、そのような可能性は現実的にはほぼゼロに近

いといえる。 

 内生性は奨学金にとどまらず、常に教育分野全体の効果分析について回る問題で

ある。７0−90 年代に行われた奨学金研究の多くは、奨学金受給に関わる内生性に対

する理解がまだ未成熟であり、内生変数であるにもかかわらず、奨学金受給を外生変

数として扱ってしまい、結果係数に誤差が生じてしまった。また、内生性の問題は、誤

差を生むだけでなく、誤差の方向も一定ではないという問題を伴う。すなわち、研究結

果によって大いに結果が異なる数値が算出されるということが頻出し、政策関係者の間

でどの研究を信頼すべきか混乱が生じ、結果として、実証研究そのものへの不信とつ

ながっていった。これが、アメリカにおける奨学金の初期段階の研究の問題点である。 

近年におけるアメリカの奨学金の効果分析の手法は、この初期研究の陥った、奨学

金受給の内生性をどのように乗り越えるかという点に力点をおいてきたと言っても過言

ではない。特に、2000 年代以降に見られる研究の多くは、内生的な性格を持つ奨学

金受給のデータから、外生性の要素のみを抽出するアプローチが様々な経済学者を

中 心 に試 行 されてきた。主 な手 法 としては、Randomized Control Trial（RCT） , 

Regression Discontinuity Design（RDD）、Difference in Differences（DID）な

どがあげられるが、これらの新しい計量経済学の手法はアメリカの奨学金制度の効果の

理解を大きく深めることになった。以下これらの手法に関して、簡単な説明を行うととも

に、これらの手法がどのように奨学金に関連する内生性を乗り越えることに成功したの

か、そして実際にどのような先行研究が行われたかを述べていく1。 

                                                
1 以下引用する奨学金研究のデータ元は、特別に言及されていなければ、政府、もし

くは大学で管理されている学生の個人データである。一般的には、これらのデータは

Administrative Data（行政データ）と言われる。行政データは分析を目的として集積

されたデータではなく、大学を運営する上で集められたデータである。また大学同様

に、州政府も、大学から個人データを集めた行政データを保持している州が多い。アメ

リカの奨学金研究において、2000 年代くらいを境に研究目的に使用されるケースが増
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2. 近年の奨学金研究で用いられる手法と先行研究例  

(1) RCT 

1) RCT とは 

RCT は日本語ではランダム化比較試験と訳され、主に医療分野で行われていた手

法 である。 一 般 的 な プ ロセ スとし ては、ま ずサ ンプ ルとし て の患 者 を 、 Treatment 

Group (治療群) と Control Group (対照群)に、ランダム（無作為）に振り分ける。治

療群に分類された人々は、所定の治療を受け、対照群に区分された人々は治療を受

けない。治療後再び診断を行い、治療後の患者の変化を測定し、治療群の平均値と

対照群の平均値の差が治療効果として判断される。患者は無作為で区分されている

ため、治療群と対照群の差は論理的には治療を受けているか否かどうかのみに起因す

ることができ、因果関係を導き出すことができる。近年アメリカでは、RCT を奨学金を含

めた教育分野に応用するケースが徐々に増えている。 

一般的に、奨学金にとどまらず、教育分野全体として、学生支援を目的とするプログ

ラムというのは、前述した内生性的な性格を持つため、正確な効果測定を行うことが難

しい。それは別の言い方をすれば、比較対象となるグループが存在しないともいえる。

奨学金を例に取れば、奨学金受給者と非受給者はお互い単純に比較が可能な関係

にはない。奨学金を受け取る学生は、低所得者の家庭出身の学生が多いのに対し、

非受給者は比較的裕福な家庭環境で育った学生が多い。仮に大学進学率を比較す

るとして、大学進学は家庭環境の違いが大きな要因となっており、それらを考慮しない

で、単純に２つのグループの大学進学率を比較して奨学金の効果と結論付けることは

できない。 

前述したように、RCT が使われるようになる以前は、回帰分析を用いて、学生の属性

（例：性別、高校の成績、親の収入等）を制御変数として、奨学金の係数を導き出す試

みが行われてきた。しかし、このアプローチは、奨学金受給が外生変数でなければなら

ないという前提がある。この条件が満たされない場合、回帰分析で導き出される係数に

は大きな誤差が生じてしまうことがわかっている。 

RCT は、比較対象となるグループを人工的に作り出すことによって、内生性の課題

を乗り越え、因果関係を明白に導き出すことができるという利点がある。すなわち無作

為に奨学金を配布することによって、奨学金受給理由が全ての学生にとって統一され

                                                
えてきている。 
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る（宝くじに当たったかのごとく、偶然に受給することができた、という理由）。その結果回

帰式において、エラー要素と奨学金受給の相関関係はゼロとなり、エラー要素は完全

にランダムに分布されることになる。故に回帰分析は内生性の問題を乗り越えることが

できるようになり、奨学金受給者と非受給者の違いは、単純に奨学金を受け取ったか

否かの違いに限定されるようになり、奨学金受給の係数を誤差なく計算できるようにな

る。 

RCT は、近年経済学者を中心に、教育、厚生、開発等の分野で積極的に行われる

ようになってきているが、必ずしも問題がないわけではない。１つ目の問題は、実験にか

かる費用が高くなる傾向があるということである。RCT という社会実験を少数人数で行う

ことは難しく、多くの関係者が長期に渡って関わる必要がある。またそれらの関係者に

は多くの場合通常業務があり、彼らの業務に差し障りのない形で実験を行うことは、不

可能ではないにしても、周到な準備と予算が必要になる。また、治療群と対照群を長期

に渡って実験に拘束することも簡単ではない。運営に対する費用をだれがどのようにし

て負担し、誰が実験の妥当性を確保するのか、これは RCT が直面する課題の一つで

ある。 

次に、倫理的な理由で RCT を反対する人が多いのも RCT の特徴である。奨学金

の例で言えば、無作為で奨学金を配布するということは不公平を生み出しているという

論理はよく聞かれる議論である。しかし、この批判は一見もっともに聞こえるが、その一

方で奨学金が良い結果を導くと無批判に思っているからこその批判とも言える。結果が

果たしてそうなるかがわからないからこそ、効果分析が必要であり、その中でとくに有効

なアプローチが RCT であるのだが、この研究者目線のロジックは、倫理的に反対を唱

える人に受け入れられるケースは多くない。ゆえに RCT は奨学金事業が試運転段階

で行われる場合が多いのだが、その理由は倫理的な不満をなるべく軽減させるという側

面を持つ。一部の地域もしくは人々に実験を限定することによって、不公平さを抑え、

かつプログラムの効果を測定し、その結果を受けて全面展開をするかどうかを決めるの

が一般的な RCT を用いた政策決定のプロセスといえる。 

しかしこれら以上におそらく問題とされているのは、RCT で測定された結果が果たし

て、どこまで一 般化できるのかという批判である  (Deaton & Cartwright, 2018)。

RCT で構築された実験環境はあくまでも特殊なものであり、その中で導き出された因果

関係がどこまで他の文脈に当てはまるのか、という懸念は多く研究者のあいだでも指摘

されてきた。例えば日本で奨学金が大学進学に貢献しているかを調査するため、まず

パイロット調査として、東京の高校生を対象に RCT を行ったとする。仮に肯定的に有
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意な結果を得ることができたとして、果たしてその結果は、その他４６道府県の高校生に

も同様の結果が期待できるのかどうかは、厳密に東京からの RCT の結果だけでは知る

ことはできない。なぜなら、東京の文脈とそれ以外の地域の文脈は大きく異なるからで

ある。東京や都市部には、大企業が集中していることもあり、高収入の家庭が必然的に

多くなり、大学進学をより積極的に考えている高校生が地方の高校生に比べて高いか

もしれないし、予備校などの学校以外における学習支援もより豊富である。このような文

脈の違いなどを考慮すると、東京の結果が全国一律に当てはまると断言することは難し

い。 

この研究結果の一般化の難しさに対して、研究者たちは、２つの対処法があると主

張する（Angrist & Pischke, 2010）。一つは、似たような RCT は世界中で行われて

いるので、その先行研究を読み込んでいくことによって、ある程度の一般化が可能であ

る、と言う見方である。この主張は主に開発経済学者からなされるものであるが、多くの

RCT はアフリカやアジアの途上国で行われており、彼らは各国で行われている RCT か

ら徐々に真実が見えてくると主張する。しかし、この主張が日本の高等教育にも通用す

るかは疑問が残る。まず日本と比較対象となるような国がないだけでなく、高等教育で

RCT が行われている国も限られている。仮に他の国で RCT が行われたとしても、他の

国での RCT の結果が、独自の教育システムを持つ日本にどこまで応用可能なのかは

疑問符がつく。 

もう一つのアプローチは、RCT を実施する際に、できるかぎり一般化が可能な形で行

うということである。おそらくこちらのアプローチの方が日本の文脈によりそった形といえ

る。すなわち、国内で RCT を行う際は、そこから得られる結果が全国的に一般化できる

ように、RCT の研究設計を行うことである。前述した例をもちいるならば、パイロット調査

を東京だけで行うのではなく、なるべく日本全国を代表するような地域を抽出して行うこ

とが必要になる。例えば都市部だけでなく、地方からもパイロット調査参加者を含むこと

によって、RCT から得られる結果が、より多くの人に当てはまるようなものとなるといえる。

ただ、そうすることによって RCT の規模は必然的に大きくなり、費用の増大という負の

側面を伴うことにもなるため、RCT に従事する研究者は予算の範囲内でできるだけ一

般化できる形の RCT の研究設定を行う必要がある。 

 

2) RCT の先行研究事例  

①Opening Doors Louisiana 

アメリカにおいて、RCT を用いた奨学金研究はいくつか行われてきた。まず１つは、
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アメリカ研究調査会社大手の一つである MDRC が 2004 年−2005 年にかけて、ルイ

ジアナ州ニューオーリンズ市に位置する３つのコミュニティ・カレッジ（アメリカにおける２

年制大学）を対象に行った実験である（Barrow, et al. 2014）。アメリカの大学、とくに

２年制のコミュニティ・カレッジの６年以内の大学卒業率が約４割（National Student 

Clearinghouse, 2018）と低く、高等教育の重要課題の一つとして、どのような政策が

卒業率を上昇させる上で効果的かを常に模索しており、その背景のもと、この実験は行

われた。The Opening Doors Louisiana（以下 ODLA）と命名されたこの実験は、最

低一人子供を育てながら大学へ通う低所得者層出身の、18−34 歳の母子家庭の母

親を対象として、年間 2,000 ドル（2018 年のレートで約 22 万円 2）の奨学金を配分し

た。当時の当該大学の学費は 1 フルタイムの学生（年間 24 単位―授業 8 コマ）で 900

ドルから 1,500 ドルであり、学費を十分に支払える額であったと言える。 

ODLA の特徴は、条件を満たした学生の中から無作為に給付型の奨学金を配分す

るということに加え、満額受給条件としてインセンティブ条項が存在したことである。すな

わち、受給資格を持つ学生は学期の最初に、最低２コマの授業を履修した時点で、

250 ドル（約 27,500 円）を受け取ることができる3。そして、学期の中間試験で、最低２

コマの授業を履修し続け、中間試験時点で平均成績が C マイナス以上 4であれば、

250 ドル（27,500 円）を更に受け取り、そして同様の条件で、学期末に 500 ドル（約

55,000 円）を受け取ることができる。なお、最初の学期で平均成績が C マイナスを下回

っても、次の学期の奨学金資格喪失にはつながらず、学生は再度満額受給に挑戦す

ることができる仕組みとなっている。当該学生は最大２学期に渡ってこの奨学金を受け

ることができる。なお、ODLA は奨学金に加えて、受給学生に対するカウンセリング支

援も提供したが、実際にはほぼ利用されることはなかった。 

ODLA は 2004 年から 2005 年にかけて、合計約 1,000 人の学生に対して無作為

に支給された。MDRC の研究結果は、ODLA は奨学金受給者の履修単位数の増加

                                                
2 １ドル＝１１０円。以下の貨幣変換も全て同じレートを用いて行われる。 
3 米国においては、学費は単位ごとに課金されるシステムを用いている大学が多く、履

修単位数によって変わり、支払いは学期ごとに行われる。一つの授業につき３−４単位

が一般的で、連邦の奨学金制度においては、フルタイム＝学期１２単位と定められてい

る。 
4 米国の成績評価は、一番高い A から単位所得を認めない F まで存在する。通常、

A、A マイナス、B プラス、B、B マイナス、C プラス、C、C マイナス、D プラス、D、D マ

イナス、F が使われる。C が一般的な基準評価であり、多くの大学では成績平均が C
を下回ると、学生は奨学金資格を消失する場合や、履修を認めないなどの措置が取ら

れることが多い。 
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を促し、成績の上昇、及び大学での学習時間の上昇につながったという結果が出てい

る。この研究は奨学金の学業に与える成果を因果関係の形で示した研究の一つとして、

その後の政策や研究に今も影響を与えている。ODLA は 2005 年に発生したハリケー

ン（カトリーナ）の為に途中で打ち切られる形となったが、この研究結果で得られた知見

をもとに、MDRC はさらなる奨学金実験調査を展開し、のちに ODLA は全国６箇所で

同時展開されるようになった（Mayer, et al. 2015）。 

 

②Project STAR 

 このプロジェクトはカナダで行われた RCT だが、マサチューセッツ工科大学（MIT）の

経済学者によって行われた奨学金の社会実験で（Angrist et al., 2009）、近年のアメ

リカの奨学 金政 策研 究 に大 きく影 響を与えている研究 の一つである。この実 験 は、

Project STAR と名 付 けられ（以 下 STAR）、 カナダミレニアム奨 学 金 財 団 （ The 

Canada Millenium Scholarship Foundation）の出資のもと、カナダのある大学（日

本で言うところの国立大学に似た大学）で、２００５年９月に入学した新入生約 1,600 人

を対象に行われた。 

 STAR は、高校での成績がトップ 25％以下の学生を３つの治療群グループ、および

対照群グループに無作為に分けることから始まる。治療群 A グループ（以下グループ

A）では、上級生からのメンター支援や、補修授業などの特別な支援を受けることができ

る。グループ B では、そのような支援を受けることができないものの、かわりに返還義務

のない奨学金を受け取ることができる。グループ B はさらに高校の成績に応じて３つの

グループにわかれ、下位 25％の学生は、年間を通して成績が B 平均以上であれば、

年間 5,000US ドル（約 55 万円）、C プラスであれば 1,000 ドル（11 万円）を給付され

る。成績が下から 26％―50％の学生は、同様の額を得ることができるが、その条件は

それぞれ B プラス、B マイナス、さらに 51％―75％の学生は A マイナス、B と条件が更

に高く設定される。奨学金は、成績次第では、最大で年間学費分を給付される。グル

ープ C は、グループ A の学生支援と、グループ B の奨学金支援をともに受け取ること

ができる。それ以外は対照群に区分された。STAR は一年間限定で行われ、２年進級

後は学習支援及び奨学金支援は行われない。 

 STAR の大きな特徴は、奨学金が学習成果の向上につながるのかどうかをただ調査

するだけにとどまらず、なぜ向上するのかという、奨学金が学生に与える効果の構造メ

カニズムを明らかにすることを目的としていることである。例えば、奨学金の支給額を成

績と関連付けることによって、奨学金の支給額と学習成果は関連しているのかという問
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いを明らかにすることができる。また、奨学金以外の支援を提供することによって、奨学

金以外の方法で学習効果を生むことができるのか、という問いに対しても答えを提供す

ることができる。しかし、その一方でこの研究がカナダの１地方大学で行われたという点

で、果たして得られた結果がどの程度アメリカに一般化できるかが不明という欠点に関

して指摘しておく必要がある。 

 STAR の結果、男子学生に対しては、ほぼどのグループも効果がなかったことが判明

したことに対し、女子学生に対しては、グループ C の学生が統計的に有意な値で成績

の向上や取得単位数の増加が見られた。なお、グループ C の女子学生は、２年次に進

級したあとも他のグループより高い成績を維持した。これらの結果明らかになったのは、

学生の学習態度の変化を促すには、奨学金だけでは不十分であり、それ以外の学習

支援も必要になるということである一方、男子学生に対してはほぼ変化が見られなかっ

たことに関しては、今後の研究課題として残った。 

 

③Wisconsin Scholars Grant (WSG) 

  WSG は、アメリカ・ウィスコンシン州において、低所得者層出身の大学生を対象に

2008 年から行われている奨学金の RCT である。アメリカには、低所得者層出身の学

生のための給付奨学金制度として、ペル奨学金があるが、WSG はペル受給者に対し

て、さらに奨学金を上乗せして給付することがその特徴である。奨学金の財源は、政府

ではなく、個人の財団によって運営されている。原則として、収入以外の条件として、州

内の高校を卒業して３年以内にウィスコンシン州立の大学もしくはコミュニティ・カレッジ

に進 学 した学 生 ならば、無 条 件 で有 資 格 者 として認 定 され、その中 から無 作 為 に

2,000−2,500 人の学生が奨学金受給者として選ばれる。選ばれた学生は、１０学期間

（５年間）に渡って年間 2,000（コミュニティ・カレッジ）−4,000 ドル（４年制大学）が支給

され、フルタイムで通う以外には特に受給条件がない。 

 WSG の大きな目標の一つに、大学の卒業率を上げるということがある。アメリカの大

学卒業率（入学６年以内）は４年制大学で６割、コミュニティ・カレッジでは４割と、日本

に比べて大幅に低く、その低さは社会問題となっている。とくに貧困層出身の学生の卒

業率が低いということがわかっていて、アメリカの経済格差を呼ぶ一因として指摘されて

いる。WSG はその経済格差を是正するため、低所得者層に奨学金を給付することによ

って、大学の卒業率を上昇させることを目的とし、現在もプログラムは運営され続けてい

る。 

 Goldrick-Rab et al.（2016）によれば、WSG は４年以内に卒業する割合を、４．７％
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上昇させたことがわかっている。しかし、この結果は、４年制大学の学生に限った結果で

あり、コミュニティ・カレッジの学生に関しては卒業率に対して効果がない事も指摘され

ている（Anderson & Goldrick-Rab，2018）。 

 

④Susan Thompson Buffer Foundation（STBF） 

  STBF は投資家として有名なウォーレン・バフェット氏の資産を運用して行われる奨

学金事業であり、氏の出身地であるアメリカ・ネブラスカ州の学生が対象となる。奨学金

事業自体の歴史は長く、1965 年まで遡る。STBF は個人で運営されている奨学金事

業としてはアメリカ最大 規模を誇り、日本 円にして年間約 40 億 円 の支出を通して

4,000 人の学生を支援してきている。STBF の申請資格は、ネブラスカ州出身であるこ

と以外に、高校卒業時に GPA が 2.5 以上であること、そして家族収入が一定額を下

回ることが条件となっている。しかし、ペル奨学金のように、必ずしも低所得者層に限定

された奨学金プログラムではなく、収入条件はペルの設定額の約２倍となっており、中

間 所 得 者 層 の一 部 も申 請 資 格 を得ることができることが特 徴 の一 つであるといえる

（Angrist et al.，2016）。5  

 STBF は申請基準が他の州や連邦政府によって運営されている奨学金事業よりも複

雑で、希望者は、高校の成績表、エッセイ、そして推薦状を提出しなければならない。

審査の結果選出された学生は、ネブラスカ州にある州立の大学の学費及び教科書代

に同等する額を支給される。奨学金は最大５年間支給され、その間に学生は各学期９

単位以上（フルタイムは通常 12 単位）、そして平均 GPA が 2.0 以上であることが義務

づけられる。 

 RCT は 2012 年から 2015 年にかけて行われた。まず、申請者を希望大学先ごとに

分け、それぞれの大学内で申請者を申請書類の質（上・中・下）によって３グループに

更に分類した。上グループは、無条件で受給資格を得ることができ、反対に下グルー

プは無条件で受給資格を得ることができない。そして中のグループに対して、無作為選

出が行われ、約 500 人の奨学金受給者（治療群）とそれ以外は非受給者（対照群）に

                                                
5 ペル奨学金の受給資格は、Expected Family Contribution（EFC）という、連邦

政府の考案した、各家庭の大学費用支払能力に基づいて決定される。ペル奨学金は

EFC が０ドルである学生は、2018-19 年時点で、年間最大 6,095 ドル（約 67 万円）

を給付され、給付額は EFC が上昇するにつれて徐々に減少していく。EFC の足切り

は、ペル奨学金の場合約 5,500 ドル（約 60 万円）であるのに対し、STBF の場合は１

万ドル（約 110 万円）に設定されていて、より多くの学生が受給資格を得られる仕組み

になっている。 
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分けられ、この２つのグループが各大学でどのような学生生活を送るのかを比較した。

受給者は平均にして、年間約 6,300 ドル（70 万円）ほど非受給者より多く奨学金を得

ており、そして何より、ほとんどの受給者は学費だけでなく生活費も支払う必要がなく、

前述した WSG に比べて約２倍の額の奨学金が支給されていることがその特徴である。 

 Angrist et al.（2016）によれば、STBF は非白人の学生および親が高卒以下の家

族出身の学生の大学進学率を 20％ほど押し上げたことがわかっている。また、比較的

高校の成績が低かった学生の大学進学率も同様に上昇した。そして、奨学金によって、

より多くの学生がコミュニティ・カレッジではなく４年制大学へと進学するようになったこと

もわかった。しかし一方で、４年以内に卒業する学生の割合は変化が見られなかった。 

 

3) RCT まとめ 

以上、４つの代表的な奨学金に関わる RCT を紹介したが、この４つに共通する特徴

が、財源が政府ではないということである。どの奨学金事業も、個人財団から支援を受

けている。したがって、RCT の実験に対して広く社会から同意を得る必要がなく、財団

さえ許可をすれば RCT を行うことが可能であった。STBF の実験などは、政府系奨学

金事業において行うことはアメリカにおいてでさえも不可能であったろう。これらの研究

例が日本に示唆していることは、日本で RCT を行うのであれば、税金を財源とした奨

学金事業に対してではなく、個人や企業財団などが行っている奨学金事業に対してま

ず行い、そこから得られる知見を政策に反映させていく、という形がより現実的な日本で

行う RCT の応用の形であるといえる。 

また、RCT の先行研究で別の意味で参考になる点は、実験結果だけではなく、どのよ

うに効果を測定するために実験をデザインしたのかということである。ほとんどすべての

RCT は倫理や費用といった制約のもと行われてきた。過去の研究がどのようにそれを

乗り越えたのかを知ることは有用であり、今後 RCT を実施する側に立ったときに役に立

つ情報を提供していると言えよう。 

 

(2) Regression Discontinuity Design（RDD） 

1)RDD とは 

 RCT は、因果関係を明白に導き出せるという利点にもかかわらず、高コスト、倫理的

抵抗感、そして分析結果の一般化の難しさという理由から、多くの研究者が２の足を踏

んでしまうという現実がある。その代替的手法として用いられてきた手法が Regression 

Discontinuity Design（RDD）である。日本語では回帰不連続デザインと訳されてい



16 

る。RCT は実験研究（Experimental Studies）と称されるのに対し、RDD は疑似実

験研究（Quasi-Experimental Studies）に分類される手法である。両者の違いは、

RCT は人工的に実験環境を作り出すのに対し、疑似実験研究は現実から自然発生し

た実験的な環境を見出し、それを利用して因果関係を導き出す手法で、RDD はその

代表的なアプローチの一つである。 

 ただし、RDD を使うことができる条件は限られており、いつでも使用することができるわ

けではない。RDD を使うことができる条件の一つは、サンプルの治療群と対照群の振り

分け方法が、一つの連続的変数によって決定されるということである。以下の図は、奨

学金を例にして RDD がどのように行われるのかを説明したものである。まず、奨学金受

給資格を家庭収入が 400 万円未満だとする。この場合、決定変数は家庭収入であり、

400 万円未満が治療群、400 万円以上が対照群に振り分けられる。そして、大学進学

率を従属変数（Y）として、奨学金受給資格が大学進学に与える影響を測定することを

目的とする。この図において、大学進学率は収入とともに上昇しているが、奨学金受給

資格上限値の 400 万円で突然下にシフトし、再び収入とともに上昇している。この、年

収 400 万円のポイントでの回帰線の位置の変化が奨学金が大学進学率に与えた効果

と判断することができる。 

 

 
 図 1-1  RDD を奨学金分析に用いた場合の例  
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 RDD の特徴として、全ての奨学金受給者をデータとして使用せず、収入が 400 万円

に近い学生のみを使って、奨学金の効果を分析する。なぜこのような方法で因果関係

の立証ができるのか？奨学金受給者と非受給者の違いは、収入が 400 万円近辺の学

生に限定した場合は、奨学金受給の有無に限られるということになる。例えば、収入が

399 万円の学生は、奨学金受給資格を得ることができるのに対し、収入が 400 万円の

学生は受給資格を得ることができない。この二人の学生の違いは、ほぼ無きに等しく、

偶然収入が１万円下回った学生が奨学金を受給できると言う事実だけである。そしてな

により重要なことは、この二人の学生が奨学金を受給できた（できなかった）理由が、収

入条件を満たしたか否かという理由一つに限定されるということである。つまり、RCT の

時同様、奨学金受給理由が皆等しく同じ条件（偶然収入が 400 万円を若干下回った）

であるため、内生性（Endogeneity）の問題が発生せず、回帰分析を用いて奨学金受

給の係数を誤差なく算出することができるようになる。 

 RDD を行うためには、奨学金受給が外生性であることを証明することが最も大事な作

業になる。まず１つ目には、奨学金受給資格が収入によって明白に決定されているとい

うことである。以下の図は、RDD が成り立つ場合と成立しない場合の例を示している。

左図は奨学金受給資格が年収によって厳密に決定されているのに対し、右図は受給

資格が年収によってある程度は決定されているものの、400 万円以上の学生も受給資

格を得てしまっている。後者の場合、受給資格が収入以外の要素にも影響されている

ため、RDD は成立しない。 

 

 
 図 1-2 RDD が成立するための条件 １ 
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もう一つ重要な点は、学生が奨学金受給資格を得るためにあえて年収を減らすことをし

ていない、ということである。もし仮に、本来年収が 401 万円で受給資格がないという情

報を前もって学生（もしくは家族）が手に入れ、受給資格を得るためにあえて年収を何

らかの形で 399 万円までに減らし、結果奨学金受給資格を獲得したとする。この場合、

この学生は年収以外の要素も受給資格に関わっているため（前もって受給資格を知り、

年収を意図的に減らした）、内生性の問題が発生する。すなわち、学生が連続的決定

変数を意図的に操作することができないということが RDD が成立するための前提条件

の一つである。 

 RDD が成立するための別の前提条件として、不連続性が見られるのは受給資格の

みに限られ、その他の変数に不連続性がみられてはならない。例えば、家庭収入以外

に、成績にも不連続性が見られたとする。この場合 RDD は成立しない。奨学金受給資

格は年収のみと関連しているはずであるにもかかわらず、成績も不連続が見られる場合、

奨学金受給理由に収入以外の要素が関わっていることになる。結果、奨学金受給理

由が内生性を帯びることになり、係数に誤差が生じることになる。 

 

 

 

図 1-3 RDD が成立するための条件 ２ 

  

 RDD は成立条件が整った場合、RCT と同じようにプログラム効果を因果関係的に導

き出すことができるが、RCT 同様に問題点も指摘されている。その一つは、RDD は閾
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値近辺のサンプルに絞った局所限定的な効果しか測定することができないということで

ある。上記の奨学金の例で言えば、RDD は奨学金受給資格が大学進学率に与える

効果が測定できるのは、収入が 400 万円近辺の学生に限定される。従って、それ以外

の収入レベルの学生に対しての効果も測定することはできないし、受給者全体に対す

る効果の平均値も測定することはできない。しかし、RCT のように人為的に実験環境を

作り出さずに低コストで効果測定を行うことができるため、RDD は奨学金分析において、

今もなお積極的に用いられている。 

 

2)RDD の先行研究事例  

①West Virginia PROMISE 

 2002 年 、 ア メ リ カ の ウ エ ス ト ヴ ァ ー ジ ニ ア 州 は 、 PROMISE （ Providing Real 

Opportunities to Maximize In-state Student Excellence）という奨学金事業を開

始した。受給資格は、同州出身の高校生で、高校卒業時の平均 GPA が 3.0 であり、

同時に全米の高校生を対象に実施されている学力テストである ACT で２１点もしくは

SAT で 1,000 点以上を得ていることが条件である（現在は ACT22 点及び SAT が

1,100 点に引き上げられている）。PROMISE には、収入条件が付帯していなく、富裕

層を含む全ての家庭に対して開かれた奨学金制度であり、州内の高校卒業生の 23％、

もしくは州内出身の大学１年生の約４割が資格を得ている（Scott-Clayton, 2011）。

政策関係者の間では、このような収入にかかわらず成績のみで受給資格を決定する奨

学金制度をメリット奨学金（Merit-based Scholarship）と呼ばれ、ペル奨学金のように

収入のみで決定される累進的な奨学金制度と対比した形で、逆進的な制度と位置づ

けられている。 

 PROMISE は州内の州立大学、もしくはコミュニティ・カレッジに進学する学生の学費

を負担することを目的とし、2002 年時点で、平均 2,900 ドル（約 33 万円）の返還義務

のない奨学金が支給された。現在は最大 4,750 ドル（約 51 万円）まで学生に支払わ

れる。受給資格は毎年更新する必要があり、更新条件として、学生は年間最低３０単

位（授業１０コマ）を取得し、そして平均成績が GPA 換算で 3.0（B 平均）を上回ってい

る必要がある。学生は最大４年間奨学金を受け取ることができる。 

 Scott-Clayton(2011)は、PROMISE が学生にどのような影響を与えたかを RDD を

用いて調査した6。まず、州内の大学に進学した１年生の中から、高校の成績が GPA

                                                
6 厳密には Scott-Clayton(2011)は Fuzzy Regression Discontinuity Design
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平均 3.0 を上回る学生を抽出し、そしてその中から ACT のスコアが 21 点以上の学生

と未満の学生に区分した。そして RDD を用いて閾値部分の学生データを用いて奨学

金受給が学生の成績、単位取得数、卒業などにどのように影響を与えているのかを分

析し、結果として、PROMISE は GPA 平均を約 0.15 ポイント、平均単位取得数を約

2.1 単位、４年以内の卒業率を 9.4％押し上げたことを示した。 

  

②The John and Abigail Adams Scholarship（アダムス奨学金） 

 アダムス奨学金は 2005 年に、当時のマサチューセッツ州知事で後に 2012 年の共

和党大統領候補ともなるロムニー氏によって創設された、メリット奨学金である。アダム

ス奨学金は優秀な人材が州外へ流出することを防ぐことを目的とし、州出身の成績優

秀者トップ 25％以内に対して、州立大学・コミュニティカレッジに進学する学生の学費

を年間最大 1,500 ドル支給（当時）するというものである。2005 年時点では、奨学金支

給額は学費全体の２割程度を負担することができたが、学費が上昇するに連れて支給

額の学費に占める割合は徐々に減りつつある（Cohodes and Goodman,2014）。奨学

金は最大４年間に渡って支給され、受給者は、その間フルタイムで大学に通い、かつ

GPA 平均が 3.0 以上を維持することができなければ、奨学金受給資格を失うことにな

る。 

 Goodman(2008)は、RDD を用いて成績上位 25％の当落線付近の学生の行動を

比較し、その結果、約６％の学生が私立大学（州内・州外含む）から州立大学へと進学

先を変えたと推定した。また、Cohodes and Goodman (2014)も同様に RDD を使い、

奨学金が結果として、一部の学生を卒業率の低い大学（すなわち質が低い）への誘導

を促し、彼らの卒業の可能性も下げたことを明らかにした。後者の研究は、奨学金の副

作用的効果を明らかにしただけでなく、大学の質が学生の教育にも影響を与えることを

示したという点で興味深い研究と言える。 

 

③Tennessee HOPE 

 テネシー州の HOPE は 2004 年から施行された、州内の成績優秀者に年間 4,000

−6,000 ドルを支給するというメリット奨学金である。受給資格は、高校卒業時の GPA

平均が 3.0 もしくは全米統一テストの ACT で 21 点以上を取得することで、受給者は

                                                
（FRDD）を用いている。これは有資格者が必ずしも奨学金を受給するとは限らない場

合に用いられる手法であるが、FRDD の説明は本研究の趣旨を鑑みて、本稿では

RDD の説明に留めた。 
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GPA 平均が１年時終了時点 7で平均 GPA が 2.75 であること、そして２年次以降は３．

０以上を維持することが要求される。奨学金が導入された当時は、HOPE は学費の７、

８割を負担できていたのに対し、近年の学費の高騰によってその割合は徐々に下がっ

てきていることが指摘されている。 

 テネシー州の HOPE の特徴は、多くの学生が奨学金受給資格を維持できないという

点にあり、２年時に進級時点で半数近くの学生が奨学金資格を失う。Carruthers と

Ozek（2016）は、奨学金を学業の途中で失った場合どのような影響を及ぼすのか、と

いう点に着目した研究を行った。彼らは、奨学金受給資格喪失条件が GPA 平均であ

ることに着目し、GPA 平均が閾値付近の学生に焦点をあてて、奨学金受給の有無が

その後の学生生活にどのような影響を及ぼすかを、RDD を用いて分析した。分析の結

果、奨学金受給者、喪失者ともに同じような卒業率を示していることが判明し、HOPE

は学業を続けるための必要不可欠な資金源ではなく、それ以外の目的、例えば学生ロ

ーン額を減 らすなどのような目 的 として使われている可 能 性を示した。また、Welch

（2014）はコミュニティ・カレッジの HOPE 受給者に対象を絞って効果分析を行った。

Welcｈ(2014) は、ACT の得点が２１点近辺の学生を比較して、奨学金受給者と非受

給者の間に教育効果の違いが殆どないということを明らかにした。 

 

④Florida Student Access Grant（FSAG） 

 FSAG はフロリダの低所得者層の家庭出身の学生に支給される給付型奨学金であ

る。メリット奨 学 金 と異 なり、FSAG の受 給 資 格 は収 入 であり、連 邦 政 府 の定 めた

EFC(Expected Family Contribution – 連邦政府の定めた公式によって算出され

た各家庭が大学教育に支払うべき額のこと)が一定額を下回った学生に支給される。な

お、受給者はペル奨学金の受給者でもあるため、この FSAG は RCT の際紹介された

WSG や STBF と同様の、追加分としての奨学金の役割を果たしていると言える。 

 Castleman & Long（2016）は、受給資格の EFC に着目し、EFC が連邦政府の

定めた額（２００１年当時で 1,390 ドル）を下回った高校生（有資格者）および上回った

高校生（無資格者）を比較し、年間約 1,300 ドル（当時）の奨学金が、大学進学率およ

び卒業率にどのような違いを生み出すのか、RDD を用いて測定した。分析の結果、

FSAG は大学進学率を上昇させ、大学の卒業率を３−５％上昇させたことがわかった。

この結果は、先の WSG の研究結果と同じような数値を示しており、低所得者に対する

                                                
7 正確には、24 単位を履修した時点  
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奨学金の効果を示しているだけでなく、追加分の分析手法として RCT と RDD が補完

的な役割を果たしていることも示している。 

 

3)RDD まとめ 

 RDD はアメリカの奨学金分析において近年最も使われている効果分析手法の一つ

である。その理由としては、比較的低コストで RCT と同じように因果関係を導き出すこと

ができる、ということがあげられる。また RDD は多くの既存の奨学金事業の効果分析の

道を開いたと言っても過言ではない。多くの奨学金事業は、効果分析を行うことを前提

に導入・実施されたわけではないために、従来の単純な回帰手法では因果関係を導き

出すことはできなかった。しかし、奨学金事業は、無限に予算があるわけではないため、

どこかで受給資格ラインを引く必要がある。この受給資格ライン上に擬似実験環境が

作られていることに注目したのが、RDD であり、結果多くの、より信頼足りうる効果分析

を生み出してきた。 

 一方で RDD の弱点も指摘しておく必要がある。それは RDD が測定する効果は、受

給資格ライン近辺の学生のみを対象にした結果であり、必ずしも奨学金事業全体の効

果を測定しているわけでないということである。奨学金は通常、低収入の学生ほど恩恵

を受けると予想されるが、もし収入を用いて RDD を行った場合、彼らへの効果を測定

する事はできない。故に、仮に RDD の結果効果がなかったという結論が出たとしても、

それがすなわち奨学金受給者全員に効果がなかった、と断言することはできないという

ことである。受給資格線上の学生に効果がなかったからといって、受給資格をはるかに

下回る収入の学生に対しても効果がなかったか、といいきることはできない。しかし、逆

に言えば RDD で有意な結果が出た場合は、それは全体の効果も有意であると示唆す

ることであり、その点からも RDD は現在有効な政策分析手法のツールの一つと考えら

れている。 

 もう一つ RDD が成り立つ重要な条件として、奨学金非受給者の個人情報が必要に

なるということである。例えば、日本学生支援機構（JASSO）は、奨学金受給者のデー

タは保持しているが、非受給者のデータは保持していない。米国においても、奨学金事

業機関は、奨学金受給者のデータのみ保持しているが、米国においては、政府機関が、

州立大学などの個人情報を定期的に収集しており、研究者はこの２つの機関からデー

タを収集してどの学生が奨学金を得て、誰が得ていないのかを個人レベルで知ることが

できる。現在、日本の政府機関（すなわち文部科学省）は、大学の機関レベルのデータ

は集めているものの、学生個人データを集めることはしていない。奨学金分析の関連か
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らすれば、機関レベルのデータしか政府が集められていないということは、日本の奨学

金分析を進める上で大きな障害といえる。 

 

(3) Difference in Differences （DID） 

1)DID とは 

 Difference-in-Differences (DID)は差の差分法と日本語で訳されているが、RDD

同様、自然発生的に起こった実験的な環境を利用する疑似実験手法の一つである。

DID が成立するためには治療群および対照群が、最低でも２つの時点、もしくは長期

間に渡って測定される必要がある。そして、もう一つの条件として、プリテストとポストテス

トが行われる必要がある。因果関係を導き出すロジックとしては、まず、プリテストで治療

群と対照群の平均値の差を算出する。そして、プログラムを実施後、ポストテストとして、

再び治療群と対照群の平均値の差を算出する。対照群はプログラムに参加していない

ため、ポストテストの平均値の差とプリテストの平均値の差（差の差）をプログラムの効果

として結論付けることができる。 

 以下の図は、奨学金を例として DID がどのように効果を測定するかを図示している。

治療群は、大学の奨学金受給資格がある高校生、対照群は、受給資格なしの高校生

とする。さらに、T2 のタイミングで、奨学金制度が導入されたとする。T`1 の時点ではま

だ奨学金の導入は行われていないが、仮に奨学金制度が存在していたとして、受給資

格があった学生となかった学生の大学進学率にはすでに差があり、それは A-B で測定

することができる。T３では、大学進学率は治療群の生徒の平均値が急上昇したのに対

し、対照群は現状維持となっている。この場合、奨学金が大学進学率に与えた効果は、

（C-D）-(A-B)となる。すなわち T3 で確認された進学率の差から T1 の時点ですでに存

在していた差を引いた値が、奨学金効果ということである。差の差ということは T3 の差

から T1 の差を引いたと言う意味になる。 

 DID は奨学金分析でよく使われる分析手法であるが、その一方で、因果関係を導き

出すための前提条件が比較的厳しいということで知られている。DID が成立するための

一つの条件は、政策実施年前の大学進学率のトレンドが、治療群と対照群が並行で

あるということである。また、受給資格の条件が分析期間は変化してないこと、また受給

資格者が奨学金以外の政策の影響を受けていないことなどがあげられる（Angrist & 

Pischke, 2009）。 
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図 1-4 DID の具体例  

 

2)DID を用いた先行研究事例  

①Social Security Student Benefit（SSSB） Program 

 DID を用いた研究で代表的なものとされるのが Dynarski（2003）である。1965 年か

ら 1982 年にかけて、アメリカ連邦政府は SSSB という、父親が不慮の事故や病気でな

くなったり、または障害者であったり、もしくはすでに高齢で年金生活に入っている家庭

出身の１８−２２歳の大学生に対して、社会保障制度の一環として、当時の額で年間

6,700 ドルを月払いで支援していた。しかし、1981 年に連邦議会が SSSB の打ち切り

を決定し、翌年の 1982 年を最後に SSSB は支援を停止した。その額は当時の額にし

て 3 億ドルであり、現在の額にして約９億ドル、日本円にしてほぼ１兆円の規模であり、

その影響力が大きかったことが想像される。 

 Dynarski（2003）は DID を用いて、この奨学金打ち切りによって、学生にどのような

影響が起 こったのかを測 定した。彼女 はまず National Longitudinal Survey of 

Youth（NLSY）という連邦政府労働省が行っている追跡調査から得られたデータを用

いて、18 歳以前に親が亡くなった高校生をまず治療群グループとして集め、それ以外

を対照群と区分した。そしてこの２つのグループの大学進学率の差を、1979−1981 年



25 

時点の高校３年生（すなわち SSSB 受給者）と 1982−1983 年時点の高校３年生

（SSSB 非受給者）でそれぞれ算出し、更にその差の差を計算した。結果、SSSB 打ち

切りの結果治療群グループの学生の大学進学率が 18％下がったことが明らかになっ

た。これは 1,000 ドルあたり 3.6％の大学進学率上昇に相当すると Dynarski（2003）

は結論づけている。 

 

②Georgia HOPE （ジョージア HOPE 奨学金） 

 ジョージア HOPE 奨学金は、アメリカ南部のジョージア州で 1993 年より導入されたメ

リット奨学金である。対象は州出身の成績優秀者で、家庭の収入レベルにかかわらず、

高校卒業時の平均成績が B 以上であることが求められ、州内の州立大学、もくしくはコ

ミュニティ・カレッジに通う学生に対して、学費を全額免除する制度である。在学中は、

学生は成績を GPA 平均で 3.0 以上（B 平均）保つことが求められ、それを下回った場

合は、奨学金は打ち切りとなる。メリット奨学金は今では二桁を超える州で導入されて

いるが、当時はアーカンソー州についで全米で２番目に導入された奨学金制度だった。 

 Cornwell et al.(2005)は、奨学金を維持するための制度（GPA3.0 以上を保持する

こと）が、どの程度学生の学習態度の向上を促したかについて、DID を用いて測定した。

彼らはまず、奨学金受給者を治療群、そして州外出身の学生（州外の学生はジョージ

ア HOPE 奨学金受給資格がないため）を対照群と定めた。そして、奨学金制度が導

入される４年前の 1989 年から導入４年後の 1997 年の間に入学したこれらの学生を長

期に渡って追跡した。その結果、ジョージア HOPE 奨学金制度が導入された後、フル

タイムの学生の割合が減ったことがまず明らかになった。当時のジョージア HOPE が奨

学金は、フルタイムの条件がなかったため、学生は奨学金資格を失わないために、履

修授業数を減らすことによって高い成績を保つという手段を選んでいたことがこの結果

伺える。この解釈を裏付けるデータとして、さらに授業数を少なくした学生は主に B 平

均の学生（すなわち受給資格最低限ライン）に近い学生が多いこともわかり、インセンテ

ィブが必ずしも学生の学習効果の改善につながっているわけではないことが明らかにな

った。 

 

3)DID まとめ 

 DID は RDD 同様に奨学金の効果を分析する有効な疑似実験手法の一つとして、

近年の奨学金研究に幅広く使われている。RDD が部分的な因果関係しか導き出せな

いのに対し、DID は論理的には平均効果を算出することが可能という強みがある。しか
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し、その一方で、DID が正確な効果測定を行うためには、様々な条件を満たしているこ

とが必要である。なかでも、長期に渡って、奨学金導入を除いて、治療群・対照群の関

係性が同じような条件であり続ける必要があると言う条件は、現実的には満たすことが

難しいものである。近年の研究では、そのような条件を満たしていない状況を制御する

手法などが様々紹介されているが（Angrist & Pischke, 2009＆2015）、RD に比べて

DID は比較的信憑性に劣ると疑問視している経済学者は少なくない。 

 一方、DID のもう一つの利点として、分析の際個人情報を必ずしも必要としないとい

うことが挙げられる。例えば Dynarski（2004）は、国勢調査から手に入れた州平均デ

ータを用いて、DID を通してメリット奨学金が大学進学率に与えた効果を測定した。彼

女は、1993 年から 2003 年にかけて、多くの州でメリット奨学金が徐々に導入されてい

ったが、一方で全く導入に踏み切らなかった州も多くあった、という点に着目し、前者の

州を治療群、後者を対照群として、州レベルのデータを用いて DID を行った。政策の

タイミングのずれを制御することが比較的容易にできることも DID の更にもう一つの利

点であるが、分析の結果、メリット奨学金は平均５−７％の大学進学率上昇につながると

結論づけた。 

 研究目的のための個人データの収集が難しい日本において、DID は奨学金の効果

分析に現時点でもっとも使用できる可能性が高い手法といえる。例えば、地方自治体

では、様々な奨学金 が導入されているが、地方自 治体を分析単位として、前述した

Dynarski(2004)のように、DID を通じて奨学金政策がどのように学生に影響を与えた

かを測定するのは、理論的には可能である。また、奨学金制度が途中で変更になった

際の制度変更の効果分析なども、DID を通して分析することは不可能ではない。 

 

3. 奨学金研究が社会に与える影響  

 近年の奨学金研究がアメリカ社会にどのように影響を与えたか、具体例を示す文献

や文書などは筆者が知りうる限りはあまり存在しない。しかし、上記の研究は近年の奨

学金研究では必ずと言っていいほど引用されており、社会への間接的な影響力は容

易に見て取ることができる。例えば、Dynarski (2003) などは、査読論文検索エンジン

のグーグルスカラーにおいて、1,000 を超える引用がされているが、100 を超える引用

があれば貢献度の高い論文とみなされる業界の中で、その引用数は際立っていると言

える。ここで紹介した研究は、どれも 300−1,000 の引用数を数え、その影響力の高さ

が伺える。 

 また連邦・州政府でも実務家の間で奨学金制度は盛んに議論されており、特に博士
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号を取得した人材が政府内でも近年増えているため、このような研究は言及されるケー

スが多い。また、政府関係者は専門家からの意見を取り入れるため、大学教員を議会

の委員会などに招聘することが多いが、その際に呼ばれることが多いのが、上記の研究

を行ってきた研究者である。加えて、年間を通して実務家向けのカンファレンスが頻繁

に行われており、そこには大学教員も招聘されたりするなどして、実務と研究の意見交

換をする機会が比較的に多いのがアメリカの特徴とも言える。したがって、奨学金研究

の具体的な影響を示す客観的な証拠がないからと言って、その影響力がないと断言す

ることはできないし、むしろ様々なチャンネルを通して政策の意思決定に何らかの形で

影響を与えてきたことが推測できる。 

 その上で奨学金研究が政策に影響を与える経緯としては、（１）研究が直接政策意思

決定に影響する場合、（２）政策関係者が議論する際に、奨学金を専門とする大学教

員とのフィードバックを通して影響を与える場合、この２つのパターンに大きく分けられる

と言える。（１）の具体例をあげるならば、MDRC のルイジアナ州で行われた ODLA が、

その結果を受けて、後に全国６地域で展開するような形になったということや（Mayer et. 

al., 2015）、またインディアナ州で、奨学金の受給資格を更新する上での条件が 2013

年に年間 30 単位に引き上げられたが、その際に参考にされたのが、ウエストヴァージニ

ア州の PROMISE の研究を行った Scot-Clayton (2011) といった例があげられる。し

かし、このように奨学金政策に直接的な影響を与える研究はどちらかといえば例外であ

り、多くの研究はより間接的な経路で議論に長期的に影響を与えていくことが一般的

であるといってよい。（２）の例をあげれば、最近では、ペル奨学金におけるフルタイム学

生の定義を一学期につき 12 単位から 15 単位に引き上げるという提案が連邦議会で

議論されたことがあった。この提案は、高等教育関係者の間で大きな議論を巻き起こし

たが、その議論の中で盛んに引用されたのがこの章で紹介された研究であり、研究者

たちも様々な場所で意見を求められ、議論をかわし、その結果引き上げは現時点では

見送られることとなった。 

 奨学金研究の社会への影響が間接的な経路をたどりがちな理由としては、一つには

奨学金研究成果の一般化が難しいという現実を示している。例えば、ジョージア州の奨

学金の効果がそのまま国レベルや他の州でも期待できるとは限らない。それは州ごとの

教育に関する文化や歴史の違い等もあるかもしれないし、また政局的な理由でジョージ

アと全く同じ制度を導入できないかもしれない。また、研究を読む側の状況も大きく作

用している。例えば、政策決定者が当初より思考していた奨学金政策に関するアジェ

ンダと、ある研究の成果がある程度合致していれば、その研究は意思決定過程で大い
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に引用されることになるが、それは研究が意思決定に影響を与えたというよりは、もともと

あった意志を遂行するために引用されたに過ぎない。 

 今アメリカの奨学金研究は着実に量的な実証研究成果が積み上げられている。その

中で、どの研究が他の研究よりも社会に影響を与えているのか、もしくは具体的にどの

ように影響を与えたのかと言う議論は、特にアメリカのようにアカデミックと政策関係者の

意見交換が活発に行われる国では、誰も明確な答えを用意することはできないであろう。

結局の所、研究が社会に与えるチャンネルが多くあるため、一つ一つの研究がどのよう

に影響を与えてきたかを明らかにすることは困難だからである。大事なことは、米国にお

いては信頼できる量的証拠が一つ一つ積み上がってきていると言う事実である。その

実績の結果、実務家の間でも近年の実証研究に対する信用が高まってきている。アメ

リカでは今後さらに実証研究は加速度的に増えていくことが予想されるが、日本でも巨

額の税金が奨学金制度に投入されている以上、信頼に足りうる量的な実証研究を着

実に積み上げていくことが急務であると言える。 
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第 2 章 アメリカにおける大学生の追跡調査  
 

前章では、アメリカで行われている奨学金効果分析について述べてきたが、第 2 章

から 6 章では、その分析において使用されてきたデータについて詳述していく。 

特に、本報告書においては、連邦政府によって長年に渡って実施されている大学生

に関する全国追跡調査に焦点を当てる。アメリカでは様々な年齢層を対象に全国規模

の追跡調査が行われており、大学生に限った調査でも大学１年生を複数年に渡って

追 跡 し て い く 初 年 次 生 追 跡 調 査 (Beginning Postsecondary Students 

Longitudinal Study, BPS)と、大学 4 年生を卒業後も追跡していく卒業生追跡調査

(Baccalaureate & Beyond Longitudinal Study, B&B)がある。また、追跡調査で

はないが、奨学金受給に関する調査である全米中等後教育学生支援調査 (National 

Postsecondary Student Aid Study, NPSAS)も数年に一度行われ、その年の学生

の奨学金受給状況を知る上で重要な情報を提供している。以下の章ではこの 3 つの

調査に関して、その概要及び調査手法等などを述べる。 

なお、アメリカの奨学金効果分析の歴史において、特に州政府が保持する行政デー

タが果たしてきた役割は近年ますます重要になってきているが、本報告書の目的は連

邦政府の保持するデータに特化している関係上、連邦政府によって実施されている追

跡調査データに関して述べるのみに限定し、今後の研究課題として提示するに留める。 

 

1. 追跡調査とは 

今日、高校生や大学生の年代の若者を対象にした調査は数多く実施されている。こ

れらの多くは一時点でデータを収集する横断的調査に分類されるが、数年おきに繰り

返して調査を実施し、時系列データが集積されているものもある。この時系列データを

利用すれば、例えばある時期に奨学金を利用した学生の集団（コホート）が、卒業後に

時間の変化とともにどのように変化していくのかを観察することが可能となる。しかし、こ

れはあくまでコホートという集合体水準での観察にすぎない。これに対して、コホート内

の同一対象者 (パネル)の経過を観察していく方法は「追跡パネル法」と呼ばれる。追跡

パネル法とは、同一の固定された対象者に対して、一定期間ごと(定点観測 )に、同一

の調査 (反復調査 )を行い、その変化・持続を捉える調査方法である8。各調査年のデ

                                                
8 嶋崎尚子 (2005)『社会調査データと分析―基礎編』早稲田大学文学部、15-16
頁。 
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ータを個人水準でつなげることができるため、個人がどのようなパターンをたどるのかが

示される。ただし、実施にあたっては各回での回収率の他、追跡するパネルが死亡・病

気、移動、回答拒否などによって追跡が不能になる抜け落ちの問題がある9。また、長

時間かかる上にコストが高いという面もある。このように、追跡パネル法は異時点間の縦

断データを収集するには理想的な方法であるが、日本ではようやく最近になって評価さ

れるようになってきたに過ぎず、実績が少ないことが指摘されている。 

 

2. 高校生を対象とした追跡調査  

一方、アメリカでは追跡パネル法による調査は多くの実績がある。表 2-1 は、連邦政

府 が主 に高 校 生 に対 して実 施 している追 跡 調 査 の一 覧 である (Coleman 2015)。

National Longitudinal Survey of Youth(NLS)は連邦労働省労働統計局が実施

する追跡調査であり、1979 年と 1997 年のコホートを対象に教育・訓練、成績、雇用、

結婚・出産、所得・資産、健康等について追跡調査が行われている。それぞれ回答者

は約 1 万 3 千人、9 千人であり現在も進行中である10。 

また、連邦教育省も高校生を対象にした追跡調査を行っている。National 

Longitudinal Survey of 1972（NLS:72）では 1972 年に高校 12 年生であった生

徒の追跡調査が 1986 年まで行われている。また、High School & Beyond (HS&B)

は 1980 年に高校生であった生徒の高校卒業後の進学・就職を 1993 年まで追跡調

査し、進路に影響を与える要因が分析されている。さらに、National Education 

Longitudinal Study of 1988 (NELS:88)は 1988 年に 8 年生を対象に開始され、

生徒以外に保護者・教員・高校長等からも情報が収集されている。数度のフォローアッ

プ調査が行われ、2000 年まで継続された。また、同じく Education Longitudinal 

Study of 2002 (ELS:2002)、High School Longitudinal Survey of 2009 

(HSLS:09)も高校生を対象とした追跡調査である。図 2-1 はこれらの実施年を示した

ものである。このように、連邦政府は多くの追跡調査を実施している。 

                                                
9 嶋崎前掲書、20 頁。 
10 NLS web サイトより。(https://www.nlsinfo.org/2019 年 2 月 11 日最終閲覧) 
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3. 大学生を対象とした追跡調査  

アメリカでは、奨学金を受給する大学生を対象とした追跡調査も数多く行われている。

特 に 連 邦 レ ベルで は 連 邦 教 育 省 全 米 教 育 統 計 セ ンター (U.S. Department of 

Education National Center for Education Statistics, 以下 NCES とする)が実

施する①全米中等後教育学生支援調査 (The National Postsecondary Student 

Aid Study, 以 下 NPSAS と す る ) 、 ② 初 年 次 生 追 跡 調 査 (Beginning 

表 2-1 アメリカ連邦政府が実施している高校生等を対象とした追跡調査例  

 

出典  Coleman (2015) pp.96-105 および NCES Web サイトを参考に作成

(https://nces.ed.gov/surveys/SurveyGroups.asp?group=1, 2019 年 2 月 11 日最終閲覧 ) 

調査名 Ｎ 追跡開始年齢 追跡終了年齢 実施年

National Longitudinal Survey of Youth 79 12,686 14-21歳
49-56歳

(現在進行中)
1979-

National Longitudinal Survey of Youth 97 8,984 13-17歳
32-36歳

(現在進行中)
1997-

National Longitudinal Survey of 1972 (NLS:72) 19001
18歳

（高校3年生）
32歳 1972-1986

High School & Beyond (HS&B) 42,000+ 16-18歳 24-30 1980-1993

National Education Longitudinal Study of 1988
(NELS:88)

23,701 14歳 26歳 1988-2000

Education Longitudinal Study of 2002
(ELS:2002)

15,000+ 16歳 27歳 2002-2013

High School Longitudinal Survey of 2009
(HSLS:09)

23,000+ 15歳
22歳

（現在進行中）
2009-

図 2-1 アメリカ連邦教育省による高校生追跡調査の実施年度  

出典：連邦教育省全米教育統計センターWeb サイト 

（https://nces.ed.gov/surveys/nels88/2019 年 2 月 12 日最終閲覧） 
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Postsecondary Students Longitudinal Study, 以下 BPS とする)、③卒業生追跡

調査(Baccalaureate and Beyond Longitudinal Study, 以下 B&B とする)の 3 つ

の調査が広く知られている。 

 

NPSAS は中等後教育機関に在籍する学部生・大学院生を対象とした調査であり、

数年おきに実施されている。サンプルには奨学金を受給していない学生も含まれるた

め、受給学生との比較が可能である。ただし、一時点での横断的調査であり、回答者

がその都度変わるため、追跡調査のカテゴリーには入らない。 

この NPSAS の回答者のうち、特定年に回答した学生を対象にして、その同一個人

を継続的に追跡する調査が BPS と B&B である。これは、固定された同一個人に対し

て数年おきに同じ質問が繰り返され、その回答の変化が追跡されるものである。 

表 2-2 は NPSAS と BPS, B&B の関係を整理したものである。NPSAS 自体は横

断的調査であり、3-4 年おきに実施され、回答者もその都度抽出されるが(詳細は次節

を参照のこと)、抽出された回答者が初年次生で BPS のベース年に当たった場合、そ

の初年次生は 3 年目、6 年目の追跡調査の対象となる。これまで BPS は 1989-90 年、

1995-96 年、2003-04 年、2011-12 年の 4 回実施されている。 

また、卒業を控えた学生が B&B のベース年に当たった場合は、卒業後 1 年目、4

年目、10 年目の追跡調査の対象者となる。これまで B&B は 1992-93 年、1999-2000

年、2007-08 年、2015-16 年の４回実施されている。  

表 2-2 全米中等後教育学生支援調査 (NPSAS)をベースとした  

初年次生追跡調査(BPS)と卒業生追跡調査(B&B)の実施状況  

 
出所：Hill et al. (2016) p.2 および連邦教育省全米教育統計センターWeb サ

イ ト を も と に 作 成 (https://nces.ed.gov/surveys/SurveyGroups.asp?group=2, 

2019 年 2 月 21 日最終閲覧) 

NPSAS実施年
追跡調査

の種類
第１回追跡調査 第2回追跡調査 第３回追跡調査

①1986-87年(NPSAS:87)

②1989-90年(NPSAS:90) BPS BPS:90/92 BPS:90/94

③1992-93年(NPSAS:93) B&B B&B:93/94 B&B:93/97 B&B:93/03

④1995-96年(NPSAS:96) BPS BPS:96/98 BPS:96/01

⑤1999-2000年(NAPSAS:2000) B&B B&B:2000/01 - -

⑥2003-04年(NPSAS:04) BPS BPS:04/06 BPS:04/09

⑦2007-08年(NPSAS:08) B&B B&B:08/09 B&B:08/12 B&B:93/18(予定）

⑧2011-12年(NPSAS:12) BPS BPS:12/14 BPS:12/17

⑨2015-16年(NPSAS:16) B&B B&B:16/17 B&B:16/20(予定） B&B:16/26(予定）
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第 3 章 全米中等後教育学生支援調査(National Postsecondary 
Student Aid Study, NPSAS)11 

 

1. 調査目的  

NPSAS は、中等後教育機関に在籍する学部生・大学院生を対象として、その学費

負担の状況を明らかにすることを目的として実施されている。先述のように、NPSAS は

一時点の横断的調査であり、回答者はその都度異なる。数年おきに実施され、時系列

データが集積されている。初回は 1986-87 年であり、これまで 9 回実施されている。実

施 年 は ① 1986-87 年 (NPSAS:87) 、 ② 1989-90 年 (NPSAS:90) 、 ③ 1992-93 年

(NPSAS:93)、④1995-96 年 (NPSAS:96)、⑤1999-2000 年 (NAPSAS:2000)、⑥

2003-04(NPSAS:04)、⑦2007-08(NPSAS:08)、⑧2011-12(NPSAS:12)、⑨2015-

16(NPSAS:16)、である。2016 年以降は隔年で実施される予定であり、学生インタビュ

ー(後述)は 4 年に一回の実施が予定されている。 

 

2. サンプルの抽出  

(1)調査対象となるための条件  

NPSAS では、連邦奨学金の利用資格のある大学等を全て対象として、そこからサ

ンプルの抽出が行われる。連邦奨学金の利用資格のある大学等とは、連邦教育省の

実施する奨学金制度を利用することを連邦教育省長官との間で書面契約している機

関 を 指 す 。 こ れ ら の 機 関 は 連 邦 奨 学 金 の 根 拠 法 で あ る 高 等 教 育 法 (Higher 

Education Act of 1965, P.L.89-329)の奨学金関係条項である Title IV にちなんで

「タイトル IV 中等後教育機関」「タイトル IV 機関」と呼ばれることがある。これには公立・

私立非営利・私立営利の 4 年制・2 年制・2 年制未満の機関が含まれる。対象校にな

るためには以下を満たすことが条件となる。 

・  高卒者を対象とした教育プログラムを提供している機関  

・  少なくとも 3 か月間又は 300 時間継続する教育・職業訓練プログラムを提供

している 

・  企業の被雇用者やメンバー以外にも入学が許されている 

                                                
11 NPSAS の概要については以下の資料を参照した。Wine, J., Bryan, M., and 
Siegel, P. (2014). 2011-12 National Postsecondary Student Aid Study 
(NPSAS:12) Data File Documentation (NCES 2014-182), Washington, DC: 
National Center for Education Statistics. Retrieved from 
http://nces.ed.gov/pubsearch. (2019 年 2 月 28 日最終閲覧) 
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・  50 州・DC に位置する 

・  軍関係の教育機関ではない 

・  連邦教育省とタイトル IV の利用契約を結んでいる 

 

また、調査対象となる学生は以下を満たしていることが条件となる。 

・  教育プログラムに在籍している 

・  少なくとも単位取得のために 1 科目を履修している 

・  単位を取得しないリメディアルコースだけに在籍していない 

・  3 か月以上または 300 時間以上の職業教育プログラムに在籍している 

・  現在高校生ではない 

・  GED コース等の高校卒業のためのプログラムだけに在籍していない 

  

以上を満たすなかから、まず、第一段階として調査対象となるサンプル校が抽出され

る。続いて、第二段階としてサンプル校に在籍する学生の中から学生サンプルが抽出

される。以下、具体的な手順を見ていく。 

 

(2)サンプル校の抽出  

調査対象となるサンプル校の抽出には連邦教育省全米教育統計センターが管理す

る中 等 後 教 育 総 合 データシステム (Integrated Postsecondary Education Data 

System, IPEDS)の機関データが利用される。連邦奨学金を利用するタイトル IV 中等

後教育機関は IPEDS に対して入学者数、教育プログラム修了状況、卒業率、教職員、

財政、学費、奨学金等に関する集計データを提出することが高等教育法で義務付けら

れている。IPEDS のデータは公表されており、連邦教育省のウェッブ上でも見ることが

できる。連邦政府が政策を検討する上での基礎資料となるとともに、一般の研究者や

学生等も自由にダウンロードして利用することができる。 

IPED からは以下の 10 カテゴリー別に対象機関が抽出される。①公立 2 年制未満、

②公立 2 年制、③公立 4 年制非博士号授与、④公立 4 年制博士号授与、⑤私立非

営利 4 年制未満、⑥私立非営利 4 年制非博士号授与、⑦私立非営利 4 年制博士

号授与、⑧私立営利 2 年制未満、⑨私立営利 2 年制、⑩私立営利 4 年制。例えば、

2011-12 年に実施された NPSAS:12 では、タイトル IV 中等後教育機関 7,050 校の

うち、24%にあたる 1,690 校がこれらを代表するサンプルとして抽出された。 
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(3)回答者の抽出  

NPSAS では、上記で抽出されたサンプル校に対して全学生の個人データを提出す

るよう求めている。なぜなら、IPEDS で収集されているデータは集計データであり、学生

個人のデータではないため、NPSAS の回答を依頼するサンプル学生を抽出するため

には各機関から学生個人レベルのデータを提出してもらうことが必要となるためである。

NPSAS:12 では最終的に学生個人データを提出した機関は 1,480 校であった。 

サンプル校となった機関は以下の学生個人データを NPSAS 側に提出する。具体

的には以下のデータとなる。 

・  学生氏名  

・  社会保障番号  

・  学生 ID 番号  

・  学生のレベル（学士、修士、博士(研究)、博士(専門職)、他） 

・  初年次生の指標  

・  学士課程の学年  

・  生年月日  

・  教育プログラムのコードや主専攻の分類  

・  高校卒業年月日  

・  連絡先（住所、電話番号、学校・自宅メールアドレス） 

 

NPSAS では、各大学から収集した上記の学生個人データをもとにサンプルの抽出

が行われる。抽出は層化系統抽出法(stratified systematic sampling)で行われる。

サンプルとして抽出された学生については、さらに各大学に当該学生の詳しい学生デ

ータ(student records)の提出を求める。学生データの提出項目は以下のとおりである。 

・  連絡先情報(本人・保護者・その他) 

・  学生個人情報・学費等(氏名、生年月日、社会保障番号、性別、運転免許証、婚

姻状況、高校卒業年、人種・民族、市民権、退役軍人) 

・  学費等 (州内居住、授業料・納付金、書籍費等、住居費・食費、健康保険、交通

費、その他 ) 

・  学籍・成績等データ(学位プログラム、主専攻、入学年月、初年次学生、単位互換、

授業時数、授業料、ターム当たり授業時数、プレースメントテスト得点) 

・  奨学金受給状況(連邦奨学金、州奨学金、大学独自奨学金、大学院生向け奨学

金、政府・民間奨学金、その他) 
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以上の手続きを最後まで行った機関は 1,360 校、サンプル学生数は約 11 万人で

あった。なお、NPSAS:12 は BPS のベース年であるため、初年次学生が多めに抽出さ

れている。抽出にあたっては、大学から提出された全初年次学生リストを NPSAS の統

計 専 門 ス タ ッ フ が 連 邦 教 育 省 の 中 央 処 理 シ ス テ ム で あ る Central Processing 

System (CPS)12、連邦学資ローンのデータベースである National Student Loan 

Data System (NSLDS)、全米の中等後教育機関の入学者・学位・証明書の記録を

提供する National Student Clearinghouse (NSC)の３つのデータベースと学生デ

ータを照合する。これらの照合から初年次学生として見なされない者を対象から外して

いる。 

以下は、NPSAS:12 の実施スケジュールである。大学に対する全学生のリストの提

出依頼は前年 9 月に開始され、データ処理、サンプル抽出、サンプル学生のデータ収

集、Web インタビュー、電話インタビュー、と続く。Web・電話インタビューは約 8 か月間

続けられる。 

 

3. 学生インタビュー 

(1)質問項目  

NPSAS ではサンプル学生の様々なデータを所属大学から直接収集するが、これに

                                                
12 CPS には連邦奨学金無料申請書 (Free Application for Federal Student Aid, 
FAFSA)のデータが保存されている。FAFSA は連邦奨学金の受給を申請するために

必ず提出しなければならない書類である。ウェッブ申請が基本であり、学生本人および

保護者の社会保障番号、住所、連絡先、学歴、家族構成、婚姻状況、収入・資産等

の状況、志願大学名、大学入学後の居住形態等を記入する。近年、申請者の負担を

軽減するために、内国歳入庁に提出した確定申告データを簡単なステップで取り込め

るよう工夫されている(吉田 2018a)。 

表 3-1 NPSAS:12 の主な実施スケジュール 

出所：Wine et al. (2014) p.2 
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加えて回答者自身への Web ベースまたは電話でのインタビュー調査も実施される。

Web ベースのインタビューとは、回答者が NPSAS のサイトにログインして自身で回答

を入力するものである。一方、電話インタビューとは Web 入力を行っていない回答者に

対して NPSAS が電話でインタビューし、回答を求める方法である。インタビュー項目は

7 つのセクションから構成される(図 3-1、表 3-2)。 

① 学籍(Enrollment)・・・回答者の在籍歴や取得した学位・資格、卒業見込等に関

する質問項目。学校在籍歴・学位、卒業高校、次タームの継続予定、5 年以内の

 

図 3-1 NPSAS:12 の学生インタビュー項目  

出所：同上、p.41 

 



38 

卒業見込み、非学位授与課程在籍理由、生年月日、婚姻状況、性別、等。 

② 教育経験 (Education Experiences)・・・高校および大学における教育経験に関

する質問項目。高校名・類型、高校時成績、高校時履修科目、SAT/ACT 受験有

無、親・友人等の支え、主専攻、成績、リメディアル科目受講、オンライン学習、大

学のサービス、希望する学位、将来の職業・収入、非金銭的便益の重要性、等。 

表 3-2 NPSAS:12 の学生インタビュー項目  

出所：Wine et al. (2014) p.F3-4 
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③ 経済的支援 (Financial Aid)・・・回答者の奨学金受給に関する質問項目。退役

軍人給付金・民間給付奨学金・雇用主奨学金の受給有無と受給額、学資ローン

利用、民間ローン利用、受給申請有無・受給申請しなかった理由、学資ローン年

間借入額・借入総額、授業料リファンド額・方法、州外学生用授業料支払い、学資

ローン利用回避、家族等からの学資ローン返還支援、ワークスタディ、大学院奨学

表 3-2 NPSAS:12 の学生インタビュー項目（続き） 

 

出所：Wine et al. (2014) p.F3-4 
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金など。 

④ 現在の職 (Current Employment)・・・回答者の職業に関する質問項目。現在の

職、過去の職、大学に進学しなかった場合のプラン等。 

⑤ 収入・支出 (Income and Expenses)・・・回答者自身の収入や子どもの学費負担

等に関する質問項目。回答者の年収、扶養親族 (子 )の人数・年齢・学費、両親等

への生活費補助、クレジットカード、授業料支払い時のクレジットカード利用有無、

教育貯蓄口座、居住形態、移動時間、住宅ローン、保護者の婚姻状況・所得・扶

養親族(大学生)、等。 

⑥ 回答者の経歴等 (Background)・・・回答者の経歴や家族構成等に関する質問項

目。居住地、誕生地、市民権、合衆国に移住した年齢、言語、保護者誕生地、人

種・民族、配偶者、保護者学歴、兄弟姉妹、障害、メンタルヘルス等。 

⑦ 連絡先(初年次生のみ)・・・初年次生追跡調査(BPS)のための連絡先  

 

(2)回答方法  

 学生インタビューでは、まず回答者とその保護者に対して郵送で依頼書が送付される

(図 3-2)。依頼書の送付にあたっては、大学から提出された学生の住所をもとに

NPSAS 側で学生の社会保障番号と連邦教育省の CPS やアメリカ郵便庁(U.S. 

Postal Service)の住所変更届データベース(National Change of Address 

database, NCOA)等とマッチングさせた後、最新の住所に送付される。封筒には依頼

文とパンフレットが同封され、調査に協力した際には謝礼(30 ドル)が支払われること

や、Web 入力画面へのログイン ID とパスワード等の情報が記載されている。また、

YouTube で NPSAS に関する動画を視聴できることも書かれている。 

 また、保護者に対しても依頼文書が送付されるが、これは回答者である学生の住所

の最新情報を提供してもらうためである。 
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図 3-2 NPSAS から回答者へ郵送される依頼文  

出所：Wine et al. (2014) p.H-6 
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なお、NPSAS の実施は RTI International という調査専門機関に外部委託され

ている。同社はノースカロライナ州にある非営利の調査機関であり、連邦教育省全米

教育統計センターの各種調査を請け負っている。 

  図 3-3 は Web 入力画面である。依頼文を受け取ったサンプル学生はこの画面から

ログインして回答を入力する。入力が完了すると 30 ドルの小切手が郵送される。 

入力開始から 3 週間以内の第一段階では未入力の回答者に対して E メールや郵

便で入力の再依頼が行われる（図 3-4）。この段階では電話インタビューは私立営利大

学や公立・私立非営利の 2 年制大学の回答者に限られている。3 週間が経過すると、

第二段階として公立・私立非営利 4 年制大学の回答者に対する電話インタビューが開

始される。電話インタビューの質を保つためにインタビューのモニタリングが行われたり、

プロジェクトスタッフ、コールセンター、電話インタビュー担当者らによる会合が行われた

りしている。 

 

図 3-3 NPSAS 学生インタビューの入力画面：2012 年  

出所：Wine et al. (2014) p.45 
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 (3)回答数・回答率  

回答者数は図 3-5 のとおりである。サンプル回答者 128,120 人のうち、連絡先が分

かったのは 114,240 人であり、最終的に回答した者は 85,000 人であった。これはサン

 

図 3-4 NPSAS:12 のデータ収集段階  

出所：同上 , p.49 

 

図 3-5 NPSAS:12 の学生インタビュー回答率  

出所：同上 , p.53 
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プル回答者の 66%にあたる。このうち、インタビュー項目全てに回答したものが 72,320

人であり、残りは短縮または部分的に回答した者であった。また、図は示されていない

が、回答方法は 82%が Web 入力、18%が電話インタビューであった。平均所要時間

は 28.1 分であり、Web 回答が 26.9 分、電話インタビューが 33.6 分であった。 

 

4. 行政データとのマッチング 

大学から提出された学生データ、及び回答者本人による Web・電話インタビューの

回答データは、省庁が保有する各種データとマッチングされる。 

連邦教育省の中央処理システム(Central Processing System, CPS)は奨学金無

料申請書のデータが保存されているシステムであり、このデータと照合することで連邦

奨学金を受給中の学生の住所、連絡先、学歴、家族構成、婚姻状況、収入・資産等

の状況、志願大学名、大学入学後の居住形態等のデータが得られる。CPS と照合で

きた学生は 77%であった。 

また、連 邦 教 育 省 の全 米 学 資 ローンデータシステム (National Student Loan 

Data System, NSLDS)との照合からは、連邦ペル給付奨学金の受給額や連邦学資

ローンの利用額等の記録などが得られる。NSLDS と照合できた学生は 65%であった。 

全米学生情報センター(National Student Clearinghouse, NSC)のデータベース

との照合も行われている。NSC は中等後教育を受けた学生の在籍記録、学位・免許

状の記録を中等後教育機関に代わって提供している機関である。NSC と照合できた

サンプル学生は 72%であった。 

 さらに、ACT と SAT のデータとの照合も行われている。これは入学試験の得点の

情報を得るためである。氏名、社会保障番号、生年月日、性別等の情報でマッチング

される。どちらか一方が照合できた回答者は 32%であった。 

 

5. 調査報告書  

 NPSAS の調査結果は、連邦教育省全米教育統計センターの作成する様々な統計

や資料に掲載される。以下は NPSAS:12 および NAPSAS:16 に基づいて作成された

報告書・資料である。学費負担の状況を明らかにすることを主目的とした調査であるた

め、学費・授業料、奨学金に関する報告書が多いのが特徴である。 

 

＜統計資料＞ 

・  Digest of Education Statistics 各年版  
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・  The Condition of Education 各年版  

 

＜学費・授業料＞ 

・  2011–12 National Postsecondary Student Aid Study (NPSAS:12) Price 

Estimates for Attending Postsecondary Education Institutions, NCES 

Number: 2014166, Release Date: December 3, 2013 

・  Student Financing of Undergraduate Education: 2011–12 (Web Tables), 

NCES Number: 2015173, Release Date: December 22, 2014 

・  Trends in Student Financing of Undergraduate Education: Selected 

Years, 1995-96 to 2011-12, NCES Number: 2014013, Release Date: 

September 30, 2014 

・  What Is the Price of College? Total, Net, and Out-of-Pocket Prices by 

Type of Institution in 2011–12, NCES Number: 2015165, Release Date: 

March 26, 2015 

 

＜奨学金全般＞ 

・  2011–12 National Postsecondary Student Aid Study (NPSAS:12): 

Student Financial Aid Estimates for 2011–12, NCES Number: 2013165, 

Release Date: August 20, 2013 

・  Undergraduate Financial Aid Estimates by Type of Institution in 2011–

12 (Web Tables), NCES Number: 2014169   Release Date: December 18, 

2013 

・  Comparison of Original and Revised Student Financial Aid Estimates 

for 2007–08 (Web Tables), NCES Number: 2014179, Release Date: June 

4, 2014, Out-of-Pocket Net Price for College, NCES Number: 2014902, 

Release Date: April 15, 2014 

・  Undergraduates Who Do Not Apply for Financial Aid, NCES Number: 

2016406, Release Date: August 2, 2016 

・  2015–16 National Postsecondary Student Aid Study (NPSAS:16): 

Student Financial Aid Estimates for 2015–16, NCES Number: 2018466, 

Release Date: January 30, 2018 

・  Profile and Financial Aid Estimates of Graduate Students: 2015–16, 
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NCES Number: 2019469, Release Date: January 3, 2019  

 

＜連邦学資ローン＞ 

・  Reaching the Limit: Undergraduates Who Borrow the Maximum Amount 

in Federal Direct Loans: 2011–12, NCES Number: 2016408, Release 

Date: September 29, 2016 

 

＜連邦給付奨学金＞ 

・  Trends in Pell Grant Receipt and the Characteristics of Pell Grant 

Recipients: Selected Years, 1999-2000 to 2011-12, NCES Number: 

2015601, Release Date: September 9, 2015 

・  Changes in Pell Grant Participation and Median Income of Recipients, 

NCES Number: 2016407, Release Date: September 20, 2016 

 

＜民間奨学金・ローン＞ 

・  Trends in Undergraduate Nonfederal Grant and Scholarship Aid by 

Demographic and Enrollment Characteristics, Selected Years: 1999-

2000 to 2011-12, NCES Number: 2015604, Release Date: September 9, 

2015 

・  Use of Private Loans by Postsecondary Students: Selected Years 2003–

04 through 2011–12, NCES Number: 2017420, Release Date: November 

29, 2016. 

 

＜学士課程学生＞ 

・  Profile of Undergraduate Students: 2011-12 (Web Tables), NCES 

Number: 2015167, Release Date: October 2, 2014 

・  Profile of Undergraduate Students: Attendance, Distance and Remedial 

Education, Degree Program and Field of Study, Demographics, Financial 

Aid, Financial Literacy, Employment, and Military Status: 2015–16. 

NCES Number: 2019467, Release Date: January 23, 2019  

 

＜準学士課程学生＞ 
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・  Trends in U.S. Subbaccalaureate Certificate Seekers: 2003–04 to 2011–

12, NCES Number: 2016411, Release Date: May 23, 2016 

・  Participants in Subbaccaureate Occupational Education: 2012, NCES 

Number: 2018149, Release Date: June 26, 2018 

 

＜障害学生＞ 

・  Characteristics and Outcomes of Undergraduates with Disabilities, 

NCES Number: 2018432, Release Date: December 20, 2017 

 

＜営利大学学生＞ 

・  A Profile of the Enrollment Patterns and Demographic Characteristics 

of Undergraduates at For-Profit Institutions, NCES Number: 2017416, 

Release Date: February 28, 2017 

 

＜移民学生＞ 

・  New American Undergraduates: Enrollment Trends and Age at Arrival 

of Immigrant and Second-Generation Students, NCES Number: 2017414, 

Release Date: November 29, 2016 

 

＜退役軍人・軍人学生＞ 

・  After the Post-9/11 GI Bill: A Profile of Military Service Members and 

Veterans Enrolled in Undergraduate and Graduate Education, NCES 

Number: 2016435, Release Date: August 30, 2016 

・  A Profile of Military Undergraduates: 2011–12, NCES Number: 2016415, 

Release Date: July 1, 2016 

 

＜非伝統的学生＞ 

・  Demographic and Enrollment Characteristics of Nontraditional 

Undergraduates: 2011-12, NCES Number: 2015025, Release Date: 

September 9, 2015 
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＜大学院生＞ 

・  Profile and Financial Aid Estimates of Graduate Students: 2011-12, 

NCES Number: 2015168, Release Date: December 1, 2014 

・  Trends in Graduate Student Financing: Selected Years, 1995–96 to 

2011–12, NCES Number: 2015026, Release Date: January 22, 2015 

 

＜人種・民族＞ 

・  Status and Trends in the Education of Racial and Ethnic Groups 
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第 4 章 初年次生追跡調査 (The Beginning Postsecondary 
Students Longitudinal Study, BPS)13 

 

1. 調査目的  

連 邦 教 育 省 全 米 教 育 統 計 センターが実 施 する初 年 次 生 追 跡 調 査 (Beginning 

Postsecondary Students Longitudinal Study, BPS)は、NPSAS の回答者のうち

初年次生を対象にした追跡調査である。初年次生とは、初めて学士課程に入学した

学生(first-time beginning undergraduate students, FTB)と定義されており、い

ったん入学して再入学した初年次学生は追跡調査の対象から除外されている。 

本調査では、大学生の学生生活・奨学金ｎ受給・労働・経済状況等について入学

後 3 年目と 6 年目に調査が行われており、入学後の変化を見るための貴重なデータと

なっている。これまで BPS のコホートは 1989-90 年(NPSAS:90 をベースとする。以下

同じ)、1995-96 年(NPSAS:96)、2003-04 年(NPSAS:04)、2011-12 年 (NPSAS:12)

に形成されている(表 4-1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 

2. 追跡調査の方法  

 次に、追跡調査の具体的な実施方法を見ていく。最新のコホートである BPS:12 で

                                                
13 BPS の概要については、以下の資料を参照した。Hill, J., Smith, N., Wilson, 
D. & Wine, J. (2016). 2012/14 Beginning Postsecondary Students 
Longitudinal Study (BPS: 12/14): Data File Documentation (NCES 2016-
062), Washington, DC: National Center for Education Statistics. Retrieved 
from http://nces.ed.gov/pubsearch. (2019 年 2 月 28 日最終閲覧) 
 

表 4-1 BPS の実施年：1997～2017 年  

出所：Hill et al. (2016) p.2 
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は、第 1 回追跡調査が 2014 年、第 2 回追跡調査が 2017 年に実施されている。回

答者は以下の 3 つのグループから構成される。 

＜BPS:12 追跡調査の回答者＞ 

① NPSAS:12 の回答者で学生インタビューに回答した初年次生  

② NPSAS:12 の回答者で学生インタビューに回答していない初年次生  

③ NPSAS:12 の回答者ではない初年次生  

 

①は BPS:12 のベース年である NPSAS:12 に回答した者のうち、学生インタビュー

表 4-2 BPS:12/14 のサンプル数および回答率  

 

出所：同上 , p.23 
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にも回答した初年次生で構成される。また、②は NPSAS:12 に回答した者のうち、学

生 イ ン タ ビ ュ ー に は 回 答 し て い な い 初 年 次 生 で 構 成 さ れ て い る 。 最 後 に 、 ③ は

NPSAS:12 の実施年に初年次生であったが回答者には選ばれなかった学生で構成さ

れる。これらのケースのリストは、NPSAS のサンプルを抽出するために収集された様々

なデータ(大学から提出された学生データ、CPS、NSLDS 等  )や NPSAS の調査で得

られたデータ(Web・電話インタビュー)等を利用して作成される。また、グループ 2 およ

び 3 の回答者の抽出には層化抽出法(stratified simple random sampling)が使

用される。 

 表 4-2 は回答者数と回答率を示したものである。サンプルとして抽出された者の中か

ら途中で対象外と判明した者を除いた 35,540 人のうち、BPS に実際に回答したのは

24,770 人(69.7%)であった。 

 

3. 学生インタビュー 

(1)質問項目  

学生インタビューは NPSAS:12 で使用されていた質問項目と新たに設定された質

問項目から構成されている。 

① 学籍 (Enrollment)・・・回答者の在籍歴や取得した学位・資格、卒業見込等に

関する質問項目。NPSAS のベース年の質問項目を基本とするため、一度も学生

インタビューに回答したことのない回答者は、ここで詳しい情報を記入する。さらに、

在籍のタイプ、主専攻、学位取得の状況等、入学後 3 年間の変化について回答

する。また、就職の見込みと予想される賃金についても記入する。 

② 教育経験 (Education Experiences)・・・回答者の大学での教育経験を尋ねる

質問項目。リメディアル科目受講、家族等の支え、大学のサービス、GPA、通学

手段、居住形態、等。 

③ 経済的支援 (Financial Aid)・・・回答者の奨学金受給に関する質問項目。奨学

金の受給状況と受給額、連邦学資ローン利用、民間ローン利用、ローンの返還

状況、ワークスタディ、等。 

④ 職業 (Employment)・・・回答者の職業に関する質問項目。現在までの職につい

て、雇用主の名称、賃金等、必要な資格、大学等での主専攻と現在の職業の関

係、等。 

⑤ 収入・支出(Income and Expenses)・・・回答者自身の収入や子どもの学費負担

等に関する質問項目。回答者の年収、扶養親族 (子 )の人数・年齢・学費、両親
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等からの教育費・生活費支援、クレジットカード負債残高、住宅ローン月賦、自動

車ローン月賦、保護者の婚姻状況・所得・扶養親族(大学生)、等。 

⑥ 回答者の経歴等 (Background)・・・回答者の経歴や家族構成等に関する質問

項目。居住地、誕生地、市民権、人種・民族、配偶者学歴、保護者学歴、障害、

健康状態、等。 

⑦ 連絡先(初年次生のみ)・・・初年次生追跡調査(BPS)のための連絡先  
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図 4-1 BPS:12/14 の学生インタビュー項目  

出所：Hill et al. (2016) p.27 
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表 4-3 BPS:12/14 の学生インタビュー項目  

出所：同上、pp.B-4-B-5 
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表 4-3 BPS:12/14 の学生インタビュー項目（続き） 

 

出所：同上  
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(2)回答方法  

  BPS の回答方法は NPSAS と同様に郵送による依頼から始まる。まず、回答者とそ

の保護者に対して連絡先の住所、電話番号、メールアドレスのアップデートを依頼する

ための依頼文と ID が送付される。受け取った回答者・保護者は Web 上から自身また

は子どもの連絡先の最新情報を入力する。BPS では、さらに、連絡先のアップデートを

するために、NPSAS で利用される連邦教育省の中央処理システム（CPS）、アメリカ郵

便庁の住所変更届データベース（NCOA）、連邦学資ローンデータシステム

(NSLDS)、電話番号のアップデートのため Lexes Nexis Append、Fast Data 

Premium Phone といったデータベースと回答者データの照合も行われている。追跡

調査の一つの大きな問題は、回数を重ねるごとにサンプルが抜け落ちていく点である

が、BPS の場合、このように様々な方法を駆使して連絡先をアップデートして回答者を

追跡していることが分かる。 

連絡先情報が最新になると、BPS の調査が開始される。まず、回答者に対して郵送

で調査依頼文が送付される。この依頼文には ID とパスワードが記載されており、BPS

専用の入力画面からログインして回答を行う。ヘルプデスクも置かれており、不明な点

は電話で問い合わせることができる。回答者へのインタビューは NPSAS と同様に

Web と電話のどちらかで行われる。最初の 4 週間は Web 入力を推奨する。なお、入

力時期に応じて 50 ドルまでの謝金が支払われる。
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(3)回答数・回答率  

 以 上 のように、サンプルの抜 け落 ちを阻 止 しながら追 跡 調 査 は展 開 されている。

BPS:12/14 の学生インタビューの回答者はサンプル数 37,170 人に対して、回答者は

 
図 4-2 BPS:12/14 入力画面  

出所：同上、p.35 

 

図 4-3 BPS:12/14 の学生インタビューの段階  

出所：同上、p.41 
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24,770 人であり、回答率は 67%であった。 

 なお、インタビューへの回答方法は「Web 入力（電話コンタクトなし）」(36.7%)であっ

た。これに「モバイル入力 (電話コンタクトなし)」(10.4%)を加えると、約半数が電話での

コンタクトなしで入力を終了している（図 4-5）。一方、電話での問い合わせをしながら

Web またはモバイルで入力した回答者は約 3 割であり、残りの 2 割は電話のみでの回

答であった。 

インターネットやスマートフォンが普及し、このような大規模追跡調査は実施しやすい

時代になったとも言えるが、一方で、半数の回答者がコールセンターに電話しているこ

とをみれば、追跡調査の成功の鍵は回答者への丁寧な対応であるとも言えよう。 

 

 

 

図 4-4 BPS:12/14 学生インタビュー回答者数  

出所：同上、p.45 
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4. 調査報告書  

 最後に、BPS:12/14 の調査から得られたデータを用いた報告書の一覧を示す。BPS

は初年次生の大学生活への適応や学業の状況等を明らかにすることを主目的として

いることから、報告書もリメディアル教育や学業継続・卒業に関連するものが多いのが

特徴である。 

 

＜統計資料＞ 

Digest of Education Statistics 各年版  

The Condition of Education 各年版  

 

＜連邦学資ローン＞ 

・  Repayment of Student Loans as of 2015 Among 1995–96 and 2003–04 

First-Time Beginning Students, NCES Number: 2018410, Release Date: 

October 5, 2017   

 

＜障害学生＞ 

 

図 4-5 インタビュー回答方法  

出所：同上、p.49 
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・  Characteristics and Outcomes of Undergraduates With Disabilities, 

NCES Number: 2018432, Release Date: December 20, 2017   

 

＜リメディアル教育＞ 

・  Remedial Coursetaking at U.S. Public 2- and 4-Year Institutions: Scope, 

Experiences, and Outcomes, NCES Number: 2016405, Release Date: 

September 6, 2016 

 

＜学業継続・卒業＞ 

・  Three-Year Persistence and Attainment Among Subbaccalaureate 

Occupational Students: 2006 and 2014, NCES Number: 2019045, 

Release Date: December 18, 2018   

・  First-Time Postsecondary Students in 2011–12: Three-Year Retention 

and Attainment at First Institution, NCES Number: 2016137, Release 

Date: September 26, 2016 

・  First-Time Postsecondary Students in 2011–12: Three-Year Persistence 

and Attainment at Any Institution, NCES Number: 2016138, Release 

Date: September 26, 2016 

・  First-Time Postsecondary Students in 2011–12: Three-Year Withdrawal, 

Stopout, and Transfer Rates, NCES Number: 2016139, Release Date: 

September 26, 2016   

・  Persistence and Attainment among Postsecondary Subbaccalaureate 

Students, NCES Number: 2016083, Release Date: July 21, 2016 

・  Persistence and Attainment of 2011–12 First-Time Postsecondary 

Students After 3 Years (BPS:12/14), NCES Number: 2016401, Release 

Date: January 12, 2016 

・  Transferability of Postsecondary Credit Following Student Transfer or 

Coenrollment, NCES Number: 2014163, Release Date: August 20, 2014  

 

＜労働と学業＞ 

・  Working Before, During, and After Beginning at a Public 2-Year 

Institution: Labor Market Experiences of Community College Students, 
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NCES Number: 2018428, Release Date: July 9, 2018   

 

＜第一世代学生＞ 

・  First-Generation Students: College Access, Persistence, and 

Postbachelor ’s Outcomes, NCES Number: 2018421, Release Date: 

February 8, 2018   

 

＜主専攻＞ 

・  Beginning College Students Who Change Their Majors Within 3 Years of 

Enrollment, NCES Number: 2018434, Release Date: December 7, 2017   

 

＜就職＞ 

・  Employment Status of Postsecondary Completers in 2009: Examination 

of Credential Level and Occupational Credentials, NCES Number: 

2016107, Release Date: November 15, 2016   

 

＜初年次学生の特徴＞ 

・  First-Time Postsecondary Students in 2011–12: A Profile, NCES 

Number: 2016136, Release Date: September 26, 2016 
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第 5 章 卒業生追跡調査 (The Baccalaureate and Beyond 
Longitudinal Study, B&B)14 

 

1. 調査目的  

卒業生追跡調査(Baccalaureate and Beyond Longitudinal Study, B&B)は、

NPSAS の回答者のうち、その年に学士号を取得した者(取得見込みを含む)を対象に

し た 追 跡 調 査 で あ る 。 こ れ ま で 、 1992-93 年 (NPSAS:93) 、 1999-2000 年

(NAPSAS:2000)、2007-08 年(NPSAS:08)、2015-16 年(NPSAS:16)に NPSAS に

回答者したものからコホートが形成され、追跡パネル調査が実施されている。学士号取

得後 1 年目、4 年目、10 年目に実施され、ベース年を入れると計 4 回の調査が同一

個人に対して行われることから、卒業後の進路や就労状況、家計の状況、個人の経験

等が明らかにされている。卒業後の学資ローンの返還状況についても追跡が行われて

いる。 

 

2. 追跡調査の方法  

(1)これまでの実施状況  

B&B の最初のコホートは 1992-93 年(NPSAS:93)の回答者であり、初回の追跡調

査 は 翌 年 の 1994 年 (B&B:93/94) 、 2 回 目 の追 跡 調 査 は 4 年 目 の 1997 年

(B&B:93/97)、3 回目の追跡調査は 2003 年(B&B:93/03)、に実施されている。2 回

目のコホートは 1999-2000 年(NAPSAS:2000)の回答者であるが、これは翌年の追跡

                                                
14 本章は、以下の文献を主に参考とした。Cominole, M., Shepherd, B., and 
Siegel, P. (2015). 2008/12 Baccalaureate and Beyond Longitudinal Study 
(B&B:08/12) Data File Documentation (NCES 2015-141). U.S. Department 
of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics. 
Retrieved from http://nces.ed.gov/pubsearch. (2019 年 2 月 28 日最終閲覧) 

表 5-1 B&B の実施状況  

 

※表 2-2 より B&B のみ再掲  

NPSAS実施年
追跡調査

の種類
第１回追跡調査 第2回追跡調査 第３回追跡調査

③1992-93年(NPSAS:93) B&B B&B:93/94 B&B:93/97 B&B:93/03

⑤1999-2000年(NAPSAS:2000) B&B B&B:2000/01 - -

⑦2007-08年(NPSAS:08) B&B B&B:08/09 B&B:08/12 B&B:93/18(予定）

⑨2015-16年(NPSAS:16) B&B B&B:16/17 B&B:16/20(予定） B&B:16/26(予定）
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調査しか行われていない。3 回目のコホートは 2007-08 年(NPSAS:08)の回答者であ

り、2017-18 年まで 10 年間にわたる追跡調査が行われている。4 回目のコホートは

2015-16 年(NPSAS:16)の回答者であり、。2026 年まで追跡調査が行われる予定とな

っている。 

 

(2)回答者  

 ここでは、2007-08 年に NPSAS:08 に回答した学生の 2 回目の追跡調査である

B&B:08/12 を例にしながら、具体的な実施方法を見ていく。 

B&B:08/12 のコホートは NPSAS:08 の回答者のうち学士号取得者および見込み

の者である。NPSAS:08 の対象校は、タイトル IV 機関で高校教育を修了した者を対

象とした教育プログラムを実施しており、少なくとも 3 か月以上または 300 時間以上の

教育・職業教育プログラムを提供するもの、機関の被雇用者以外に開かれたプログラ

ムであること、50 州・DC・プエルトリコにあること、軍関係の教育機関ではないこと、が条

件となっている。調査対象学生は 2007 年 7 月 1 日~2008 年 6 月 30 日までの間に

これらを満たす機関に在学しており、高校に在学中ではないこと、GED などのコースの

みに在籍していないこと、等が条件となる。これらを満たすもののうち、さらに B&B の追

跡対象となるのは「学士号取得者および見込みの者」に限られる。 

 表 5-2 は B&B:08/12 のサンプル構成である。ベース年である NPSAS:08 の回答有

無と第 1 回追跡調査である B&B:08/09 のインタビュー回答有無を組み合わせて、

17,160 人のサンプルが抽出されている。最も多いのは両方とも回答した者であり全体

の 86.4%を占めている。 

 

表 5-2 B&B:08/12 のサンプル構成  

 

出所：Cominole et al. (2015) p.14 
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また、表 5-3 は B&B:08/12 の実施スケジュールである。卒業生に対する Web・電話

インタビュー調査は 2012 年 8 月～2013 年 4 月に実施されている。 

なお、実施終了から 1 年 3 か月後には PowerStats（連邦教育省全米教育統計局

の運営する統計サイト）でのデータ公開もされている。B&B だけでなく NPSAS、BPS

についても公開されており、広く一般利用できるようになっているところが大きな特徴で

ある。 

 

 

 

3. 卒業生インタビュー 

(1)質問項目  

B&B における卒業生へのインタビューは NPSAS や BPS と同様に Web または電

話で実施される。質問項目は 7 つのセクションで構成されており、卒業後の進路や家

計、経験などを尋ねている。 

＜B&B:08/12 の質問項目＞ 

① 回答資格 (Eligibility)・・・回答者の在籍歴や学位などについて尋ねる質問項

目。機関在籍歴、在籍時の取得希望学位、実際に取得した学位、学士号授与

日、現在の居住形態、等。 

② 学士課程教育 (Undergraduate Education)・・・回答者の学士課程教育の状

況を尋ねる質問項目。高校卒業後に初めて入学した機関であるか、初めてでな

い場合の在籍歴、2 年制大学を経由することでの学士号取得可能性、学士課程

の満足度、主専攻の満足度、等。 

表 5-3 B&B:08/12 の実施スケジュール 

 
出所：同上、p.13 
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③ 学 士 課 程 教 育 修 了 後 の 教 育 ・ 訓 練 (Postbaccalaureate Education/ 

Training)・・・学士課程教育終了後の教育・訓練の状況に関する質問。学士号

取得後の教育・訓練機関への在籍、授業期間中の平均労働時間、奨学金使途、

雇用者からの支援金の使途、個人ローンの使途、自己資金の使途、学費のうち

経済的支援でカバーされる割合、学位取得にかかるコストによる経済困難、追加

的な学位・資格取得のための大学入学予定、オンラインコースの利用、資格取

得状況、非学位授与プログラムの利用経験・理由、学士課程での学資ローン利

用経験・タイプ・利用総額・月賦返還額・返還状況・返還ストレス、大学院課程へ

の入学可能性・願書提出状況、大学院の研究分野選択理由、等。 

④ 学士課程修了後の雇用状況(Postbaccalaureate Employment)・・・学士課程

修了後の雇用状況に関する質問項目。学士号取得後の雇用状況、現在の就労

状況、雇用期間中の休職理由 (該当者 )、初職での週平均労働時間、初任給、

雇用形態、職業分野、雇用主のタイプ・産業分類、週 40 時間以上労働理由、

週 35 時間以下労働理由、ボーナス等支給有無(教職のみ)、雇用主による健康

保険・退職金プラン・有給休暇等の提供状況、仕事のスキルと学位・資格との関

係、仕事と学士号の関係、現在の仕事と自身のキャリアの関係、仕事に対する満

足度、働かない理由、働いていない期間の過ごし方、現在求職中か、学士号取

得後の求職経験・時期、職業選択時に重視する点、等。 

⑤ 教職(K-12 Teaching)・・・幼稚園から 12 年生までの学校の教職に就いている

回答者に対する質問項目。K-12 での教育経験、教職に就くための準備、現在

教職志望か、前回インタビュー以降の教職応募状況、教職を志望しない理由、

教職の継続に影響を与える事柄 (金銭面、職業威信、子どもと働くこと、社会貢

献の機会、教員のアカウンタビリティ、教員の労働環境、キャリアアップ、学資ロー

ン返還免除)、教員免許の種類・取得年月、職歴、給与、支援、離職理由、満足

度、教員志望者向け給付奨学金・学資ローン返還免除制度の知識、等。 

⑥ 経歴・家計の状況 (Student Background)・・・回答者の経歴や家族構成、家計

等に関する質問項目。誕生地、居住地、卒業した高校の設置形態、母語、軍関

係者、扶養親族人数・生年月日、子どもの教育費、家計の状況（退職手当、住

宅ローン、家賃、自動車ローン、税引き前年収、配偶者の年収・学歴・就学状

況・学資ローン利用・月賦返還額等）、自身の教育費負担から生じた問題、大学

院教育の価値、資産、生活難の状況、保護者学歴、ボランティア活動経験・時

間。 
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⑦ 連絡先(Locating)・・・B&B のための連絡先  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図 5-1 B&B:08/12 の卒業生インタビュー項目  

出所：同上、p.16 
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表 5-4 B&B:08/12 の卒業生インタビュー項目  

 
出所：同上、p.B-3－B-4 
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表 5-4 B&B:08/12 の卒業生インタビュー項目（続き） 

 

出所：同上、p.B-3－B-4 
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(2)回答方法  

  B&B の追跡調査の依頼は郵便やメールで行われる。その際、最新の住所に情報

をアップデートした者に対しては 10 ドルの謝金が支払われる。また、連絡先の分からな

い者は様々なデータベース(CPS, NCOA, Phone Append, Premium Phone, SSN 

Search, FAFSA, NSLDS 等)を駆使して住所の特定が行われる。 

以下は、B&B:08/12 のログイン画面である。B&B の卒業生インタビューは NPSAS

や BPS と同様に Web や電話で行われる。まず、最初の 1 か月は Web 上からの回答

が推奨される。その後、電話インタビューが開始される。回答者からの問い合わせにつ

いてはヘルプデスクが開設されている。 

 

 
図 5-2 B&B:08/12 のログイン画面  

出所：同上、p.22 

 

図 5-3 は回答者の回答方法をまとめたものである。65%の回答者が Web 上で回答

し、Web と電話の併用が 27%、電話のみが 8%であった。 
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図 5-3 インタビューの回答方法  

出所：同上、p.33 

 

(3)回答数・回答率  

  表 5-5 はインタビュー回答数および回答割合である。サンプル数 17,160 人に対し

て住所を特定できたのは 16,600 人、インタビューを完了できたのは 14,600 人であっ

た。回答率は 85%であった。8,150 人(56%)は 2012 年 8 月の開始から 4 週間以内に

調査が終了し、残りの 6,300 人(44%)はその後に調査が終了している。第一回のフォ

ローアップ調査に回答した人の 89%が今回の調査も回答しているが、一方で第一回フ

ォローアップ調査に回答しなかったグループは今回の調査では 51%しか回答していな

い。なお、B&B:08/12 では、回答率を上げるために＄20～＄70 の謝金が準備され、

$20、$35、$50、$55、$70 が支払われている。このような金銭的なインセンティブは、追

跡調査の課題であるサンプルの脱落を防ぐために非常に重要である。このような大規

模な追跡調査にも関わらず、回答率は 85%と非常に高いレベルとなっている。 

 なお、ここには表を示していないが、回答時間は平均 35.3 分であり、Web インタビュ

ーは 34.6 分、電話インタビューは 42.6 分で前者の方が短かった。 
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4. 調査報告書  

 最後に、B＆B:08/09 および B&B:08/12 の 2 回の追跡調査後に連邦教育省全米

教育統計センターより公表された報告書の一覧を示す。卒業生調査であるため、学士

号取得者の卒業後の仕事や進路についての分析が多いが、学士号取得にあたって利

用した学資ローンの負債を卒業後にどのように返還しているのかを取り上げたレポート

も公表されている。また、卒業後に教員になった者に注目した分析も数多く公表されて

いる。 

 

＜統計資料＞ 

・  Digest of Education Statistics 各年版  

 

＜B&B 全体＞ 

・  2008–09 Baccalaureate and Beyond Longitudinal Study (B&B:08/09): A 

First Look at Recent College Graduates, NCES Number: 2011236, 

Release Date: July 20, 2011   

・  Baccalaureate and Beyond: A First Look at the Employment Experiences 

and Lives of College Graduates, 4 Years On (B&B:08/12)，NCES Number: 

図 5-4 B&B 卒業生インタビューの回答者数と割合  

 

出所：同上 , p.34 
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2014141, Release Date: July 8, 2014   

 

＜雇用、教育＞ 

・  New College Graduates at Work: Employment Among 1992–93, 1999–

2000, and 2007–08 Bachelor’s Degree Recipients 1 Year After 

Graduation, NCES Number: 2014003rev, Release Date: March 6, 2014   

・  Baccalaureate Degree Recipients’ Early Labor Market and Education 

Outcomes: 1994, 2001, and 2009, NCES Number: 2015027, Release Date: 

November 14, 2014   

・  Employment and Enrollment Status of Baccalaureate Degree Recipients 

1 Year After Graduation: 1994, 2001, and 2009, NCES Number: 2017407, 

Release Date: November 3, 2016   

・  Four Years After a bachelor’s degree: Employment, Enrollment, and 

Debt Among College Graduates, NCES Number: 2017438, Release Date: 

May 31, 2017   

・  Four Years Later: 2007–08 College Graduates' Employment, Debt, and 

Enrollment in 2012, NCES Number: 2018435, Release Date: June 20, 

2018   

 

 

＜学士号取得者の負債＞ 

・  Web Tables—Trends in Debt for Bachelor ’s Degree Recipients a Year 

After Graduation: 1994, 2001 and 2009, NCES Number: 2013156, 

Release Date: January 2, 2012   

・  Degrees of Debt: Student Loan Repayment of Bachelor ’s Degree 

Recipients 1 Year After Graduating: 1994, 2001, and 2009, NCES 

Number: 2014011, Release Date: October 1, 2013   

・  The Debt Burden of Bachelor's Degree Recipients, NCES Number: 

2017436   Release Date: April 20, 2017   

・  Debt After College: Employment, Enrollment, and Student-Reported 

Stress and Outcomes, NCES Number: 2018401, Release Date: April 11, 

2018   
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＜学士号取得者の学習領域＞ 

・  Today’s Baccalaureate: The Fields and Courses That 2007–08 Bachelor’s 

Degree Recipients Studied, NCES Number: 2013755, Release Date: May 

23, 2013   

 

＜第一世代学生＞ 

・  Web Tables—Profile of 2007–08 First-Time Bachelor’s Degree Recipients 

in 2009, NCES Number: 2013150   Release Date: October 31, 2012   

・  First-Generation Students: College Access, Persistence, and 

Postbachelor ’s Outcomes, NCES Number: 2018421, Release Date: 

February 8, 2018   

 

＜STEM 領域の大学院生＞ 

・  Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Graduates: 

Where Are They 4 Years After Receiving a Bachelor ’s Degree? NCES 

Number: 2018423, Release Date: December 20, 2017   

 

＜教員＞ 

・  Web Tables—Beginning K–12 Teacher Characteristics and Preparation 

by School Type, 2009, NCES Number: 2013153, Release Date: October 

31, 2012   

・  Early K–12 Teaching Experiences of 2007–08 Bachelor's Degree 

Recipients, NCES Number: 2013154   Release Date: December 7, 2012   

・  Who Considers Teaching and Who Teaches? First-Time 2007–08 

Bachelor’s Degree Recipients by Teaching Status 1 Year After 

Graduation (NCES 2014-002), NCES Number: 2014002, Release Date: 

November 19, 2013   

・  K–12 Teaching Experience Among 2007–08 College Graduates: 2012, 

NCES Number: 2016641, Release Date: May 3, 2016   
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第 6 章 追跡調査データを用いた奨学金受給者の分析事例－学士

号取得後 4 年目の状況(B&B:08/12)― 
 

1. 全米教育統計センターの報告書とデータ公開  

本章では、追跡調査データを用いた奨学金受給者の分析事例を報告する。BPS や

B&B といった追跡調査は、そのデータの分析結果が報告書やデータ集の形式で公開

されている。報告書に記載された分析結果は記述データが中心であり、一般向けに広

くわかりやすい形で結果が示されている。そのため、さらに複雑な分析を行いたい研究

者や学生向けに連邦教育省全米教育統計センターは統計サイト「DATALAB」を開設

しており、Web 上で使用できる統計ソフト PowerStats 等を使って自由に追加的な分

析を行うことができるように整備している。DATALAB には NPSAS、BPS、B＆B 以外

にも全米教育統計センターが所有する様々な調査データが収納されている。 

 

 そこで、本章では第 5 章で取り上げた卒業生追跡調査である B&B:08/12 を事例と

して取り上げ、全米教育統計センターが公開している以下の２つの報告書の内容を報

告する。①は 2007-08 年度に学士号を取得した学生の 2012 年時点での就業状況、

 
図 6-1 連邦教育省全米教育統計センターが運営する統計サイト「DATALAB」 

出所：全米教育統計センターWeb サイト 

（https://nces.ed.gov/datalab/index.aspx 2019 年 2 月 27 日最終閲覧） 
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学資ローンの負債の状況、教育機関への進学の状況等をまとめた報告書であり、②は

学士号取得者の学資ローンの債務の状況を分析したものである。 

 

①Cataldi, E.F., Staklis, S., Woo, R. (2018). Four Year Later: 2007-08 College 

Graduates’ Employment, Debt, and Enrollment in 2012, NCES 2018-435, 

Washington, D.C.: U.S. Department of Education National Center for 

Education Statistics. 

②Velez, E.D. & Woo, J. H. (2017). The Debt Burden of Bachelor’s Degree 

Recipients, NCES 2017-436, Washington, D.C.: U.S. Department of 

Education National Center for Education Statistics.  

 

 先述のように、B&B:08/12 は 2007-08 年に実施された NPSAS:08 をベースとして

おり、この回答者のうち卒業年次生に限定したフォローアップ調査を 1 年後の 2009 年

と 4 年後の 2012 年に実施している。フォローアップ調査では、学士課程における経験、

学士号取得者の初期の就業状況、学資ローンの負債、大学等の教育機関への進学

状況、学資ローンの返還状況等が調査され、分析結果が公表されている。 

 

2. 学士号取得後 4 年目の就業状況と平均年収  

図 6-2 は、2007-08 年に学士号を取得した学生の 2012 年時点での就業・進学状

況である。69%が仕事に就いており、11%は仕事をしながら同時に大学等の教育機関

に在籍している。また、無職だが教育機関に在籍しているのは 6%であり、無職でかつ

教育機関にも在籍していない者は 7%、無職で求職もしていない者は 8%、という結果と

なっている。 
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また、表 6-1 は 2007-08 年の学士号取得者のうち仕事に就いている者について、

2012 年時点の職種を示した表である。最も割合が高いのはビジネス・経営 (21.0%)で

 

図 6-2 2007-08 年の学士号取得者の 2012 年時点における 

就業状況と教育機関への進学状況  

出所：Cataldi et.al. (2018) p.3 

 

表 6-1 2007-08 年の学士号取得者の 2012 年時点における職種  

 
出所：同上、p.4 
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あり、性別や人種・民族を問わず最も多い。一方、2 番目に割合が高いのは男性では

STEM(20.0%)、女性ではビジネス支援・事務補助 (14.9%)となっている。 

 

図 6-3 は、2007-08 年に学士号を取得した学生の 4 年後の平均年収 (フルタイム

雇用)を職種別に示したものである。平均年収は 45,000 ドルであり、最も年収が高い

のは STEM の 61,000 ドル、一方最も低いのはビジネス支援・事務補助の 34,500 ド

ルである15。 

 

 図 6-4 は、学士号取得後 4 年間に 1 か月以上の失業を経験した者を大学在籍時

の主専攻別に示したものである。全体で 40%が失業(無職であるが求職している状態)

を経験しており、特に人文科学分野を専攻した卒業生は半数以上が失業を経験して

いる。B&B:08/12 の回答者は、世界的金融不況期(2007～2009 年)に学士号を取

                                                
15 フルタイム雇用とは週 35 時間以上を指す。 

図 6-3 2007-08 年の学士号取得者のうち 2012 年時点でフルタイム就業中の者

の職業別平均年収額  

出所：同上、p.5 
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得して就職した学生であり、多くの卒業生が失業を経験したことが分かるデータとなっ

ている。 

 
 

3. 学資ローンの負債の状況  

 では、2007-08 年度学士号取得者は学資ローンをどの程度利用し、2012 年時点で

の負債保有率はどのような状況になっているのだろうか。図 6-5 は連邦政府や民間等

の何らかの学資ローンを利用した者の割合と、2012 年時点でのその負債保有率を示

したものである。また、図 6-6 は平均借入総額および平均負債残高を示している。全体

では 72%が学資ローンを利用し、4 年後も 63%が負債を抱えている。平均借入総額は

45,800 ドル、2012 年時点での負債残高は 41,900 ドルである。 

これを教育機関への進学状況別にみると、進学していない者の方が学資ローンの利

用率も負債保有率も低い。非進学者は 66%が学資ローンを利用し、56%が 2012 年の

段階でその負債をまだ保有している。また、平均借入総額は 29,600 ドル、平均負債

残高は 24,200 ドルである。一方、教育機関に進学した者は学資ローン利用率が 78%

と高くなり、2012 年時点でも 71%が負債を保有している。平均借入総額は 63,600 ド

 

図 6-4 2007-08 年の学士号取得者の失業状況：学士号取得後 4 年間に 

1 度でも 1 か月以上の失業を経験した者の割合  

出所：同上、p.6 
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ル、平均負債残高は 61,300 ドルである。 

 

さらに、これを進学者が在籍している教育機関別にみると、専門職学位課程の学資

ローン利用率が最も高く 90%に達しており、負債保有率も 84%と高く、平均借入総額

は 131,000 ドル、平均負債残高は 134,100 ドルとなっている。ただし、表 6-2 に示す

ように、2007-08 年に学士号を取得した後、何らかの教育機関に進学した者は 43.5%

 

図 6-5 2007-08 年の学士号取得者の学資ローン利用率  

及び 2012 年時点での負債保有率  

出所：Velet &Woo (2017) p.6. 

 

図 6-6 2007-08 年の学士号取得者の学資ローン平均借入総額  

及び 2012 年時点での平均負債残高  

出所：Velet &Woo (2017) p.7 
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であり、そのうち専門職学位課程に入学したのは 2.5%と非常に少ないことに注意しな

ければならない。最 も多いのは修士 課 程であり、27.2%が在 籍し、平 均 借入 総額 は

55,400 ドル、平均負債総額は 52,300 ドルである。 

   

 

   図 6-7 は、2007-08 年の学士号取得者(卒業後非進学者に限定 )の職種別にみ

た平均借入総額と平均負債残高を示したものである。最も借入総額が高いのは医療

分野の 33,900 ドルであり、2012 年時点での負債残高も 27,200 ドルとなっている。一

方、借入総額が最も低いのは STEM 分野の 26,400 ドルであり、負債残高も 20,100

ドルとなっている。このように、職種別でみると借入総額・負債残高に大きな違いがある

ことが分かる。   

表 6-2 2007-08 年の学士号取得者の 2012 年時点での教育機関への進学状況  

 

出所：Velez &Woo (2017) p.8 
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4. 学資ローンの返還状況  

 次の図 6-8 は、2007-08 年に学士号を取得した後に進学しなかった者に限定して

2012 年時点の学資ローンの返還状況を示した図である。全体では 69%が返還中、

17%が返還完了、9%が返還していないが負債残高あり、5%が債務不履行、という構

成になっている。主専攻別では、STEM 領域の学生は返還完了者が 25%であり、他

の専攻と比べて高くなっている。また、教育分野を専攻した者は 8%が債務不履行であ

り、他の分野より多くなっている。教育分野の年間収入額は全体平均よりも低く(図 6-

3)、債務不履行につながりやすいことが推察される。 

 

図 6-7 2007-08 年の学士号取得者(卒業後非進学者に限定 )の 2012 年時点での

職種別にみた平均借入総額と平均負債残高  

出所：Velez &Woo (2017) p.10 
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 また、図 6-9 は就業形態別の学資ローン返還状況を示したものである。学士号取得

後に進学した者と進学しなかった者について、それぞれフルタイム、パートタイム、無職

の区分別に返還状況を明らかにしている。 

学士号取得後に進学した者をみると、学資ローンを返還中の者が 57%と最も多い。

これらを就業形態別にみるとフルタイム雇用の者は返還中が 66%と最も多いが、無職

の者は返還していないが負債残高ありの者が 49%と最も多い。これは、在学猶予中で

あると考えられる。 

 一方、学士号取得後に進学せず就職した者は、返還中が 69%と最も多く、次いで返

還完了者が 17%となっている。就業形態別にみると、フルタイム・パートタイム共に返還

中の者が 7 割を超えている。一方、無職の者は返還していないが債務残高ありが 19%

と多い。これは、無職で収入がないため経済的困難を理由とした返還猶予中であると

推察される。 

図 6-8 2007-08 年学士号取得者の 2012 年時点での学資ローン返還状況  

（卒業後非進学者限定、主専攻別） 

出所：Velez &Woo (2017) p.12 

 



83 

  

最後に、図 6-10 は就業形態別にみた月収に占める学資ローン月賦返還額の割合

を示したものである。これは「負債の重荷」（debt burden）を示す値として知られる。全

体では 12%であり、フルタイム雇用で 1 つの職業の場合は 10%、パートタイム雇用で

1 つの職業の場合は 30%、複数の職業を掛け持ちしている場合は 11%となっている。 

 

図 6-9 2007-08 年の学士号取得者の 2012 年時点での 

就業形態別学資ローン返還状況  

出所：Cataldi et.al. (2018) p.7 

 
図 6-10 就業形態別にみた月収に占める学資ローン月賦返還額の割合  

出所：Cataldi et.al. (2018) p.8 
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以上、B&B:08/12 の追跡調査を用いた奨学金受給者の分析を見てきた。本調査

は学士号取得後 4 年目に行われたフォローアップ調査ということもあり、回答者の就業

状況や進学状況、職種別の年間収入額、失業、職種別の負債残高、学資ローン返還

状況、就業形態別の返還状況、月収に占める学資ローンの月賦返還額の割合、とい

った追跡調査でしか得られない貴重なデータが数多く示された。 

しかし、どれも記述データが中心であるため、奨学金受給が年収や就業にどのような

影響を及ぼしているのかについては深い分析がなされていない。データ自体は公表さ

れているので、さらに深い分析を行うことは可能である。また、B&B だけでなく BPS で

得られたデータについても、奨学金受給が学業成績や卒業・修了、卒業後の就職等

にどのような影響を与えているのか、詳細に検討していく必要があるだろう。B&B や

BPS の大きな強みは、奨学金を受給していない回答者のデータやインタビューも収集

されているという点である。奨学金の受給者と非受給者を追跡調査で比較することで、

より詳細に奨学金の効果を検証することが可能となるだろう。 
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終章 まとめと日本への示唆 
－奨学金の効果研究における追跡調査の利用可能性― 

 

奨学金効果の実証研究を困難にする一番の要因は、比較対象となる奨学金非受

給者グループの特定が難しいということであり、2000 年代以降のアメリカで行われた奨

学金実証研究は、いかに正確な比較対象グループを選定するかという議論の歴史とも

言いかえることができる。特に計量経済学の近年の発達が奨学金実証分析に与えた

影響は大きく、第 1 章では特に代表的な 3 つの分析手法を紹介した。そして第 2～6

章まで、実証研究で使用されたデータ例として、連邦政府が保持しているデータに注

目し、特に大学生を対象にした横断的全国調査（NPSAS）および追跡調査（BPS そし

て B&B）について、データ取得手法や取得データの内容について、とくに後者の追跡

調査に重点をおいて詳述した。 

追跡調査データの利点としては、長期に渡って同じ学生を調査することによって、教

育効果の全体像をより深く理解できるという点があげられる。対して横断的全国調査で

は、調査時点での学生の状況が理解できたとしても、その状況に置かれた学生のその

後を知ることはできない。特に、学生が大学卒業後どのような職業に従事し、どの程度

の収入などを得ているか、といった教育効果に関わる情報は高等教育政策に大きな示

唆を与える可能性を持つが、このような問いに対して有効なデータを提供できるのが追

跡調査のもつ強みと言える。しかし、その一方で、追跡調査は高い回答率を維持する

ことが必要不可欠であり、そのために長期に渡って多額の予算及び人的資源を必要と

するという側面もある。本稿では、アメリカ連邦政府が追跡調査の信頼性を保つために

どのような手法を採用してきたのかを詳細に紹介した。 

 アメリカの学生追跡調査の特徴の一つとして、政府が全ての作業を担うのではなく、

大学機関と政府の間での役割分担が行われているという点があげられる。すなわち、大

学が保持しているデータは大学から集め、それ以外のデータは政府が収集するという

形を取ることによって、政府がより詳細なデータを学生から集めることを可能にしている。

また、大学から集める情報は個人が報告するデータよりも客観的かつ正確であり、デー

タの質を確保することもできるだけでなく、より学生に近い大学の協力を得ることによっ

て回答率を高めるという利点もある。このように、規模が大きいだけでなく、できるだけ効

率的に作業を行えるように調査手法の設計がされている点は興味深い点である。 

 日本学生支援機構（JASSO）が実施している横断的調査の学生生活調査は大学機

関を通して行われているが、JASSO 自体は奨学金受給者以外のデータを保持してい
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ないため、奨学金受給者以外との比較分析を行うことができないという問題を抱えてい

る。奨学金非受給者のデータを集めることは奨学金の効果を分析する上での最低条

件であり（十分条件ではないが）、今後の改善が望まれる。また、アメリカのように大学機

関の保持するデータを取得することができるようになれば、より詳細な学生生活状況も

知ることが可能になる。今後行われる調査に関しては、それが一時点の横断的調査や

長期間に渡って行われる追跡調査であろうとも、大学機関の協力は必要不可欠である

といえよう。 

最後に、近年のアメリカで行われている奨学金研究の多くは、全国追跡調査データ

以上に、州政府の保持する膨大な学生個人情報データベースを使用しているケース

が多いという現実も指摘しておく必要がある。アメリカの多くの州政府は、州内の州立大

学から、毎年、在籍している全ての学生の属性、取得単位、平均成績、卒業状況、奨

学金取得状況、といったようなデータを長年に渡って収集しており、近年の研究者の多

くはこの「行政データ（Administrative Data）」を利用して奨学金効果の実証研究を

行っている。奨学金研究における行政データの利点は、奨学金受給者及び非受給者

のデータも集めているということであり、比較分析を行いやすいという点があげられるが、

それ以上に重要な点が、データの膨大さである。特に後者は実証研究において大きな

強みであり、様々な観点から効果を分析することができるだけでなく、高度な分析にも

耐えうることもできる。それに対して全国追跡調査では、分析に使用できるサンプル数

は多くても 1 万程度であり、同様な分析を行うことが困難な場合が多い。 

 政府が各大学の全学生の個人情報を収集するという事自体が、日本の文脈では半

永久的に起こりえないと思われがちである一方、州政府が行政データを集め始めたの

は、多くは 90 年代後半から 2000 年代にかけてであり、その歴史はそこまで古くはない

ということはあまり知られていない。アメリカ政府でデータ収集基盤が近年急速に拡大し

ていった背景には、情報インフラの急速な発展や社会全体として説明責任圧力の高ま

りなどの説明がなされているが、これは現在の日本にも生じている現象と言える。本稿

では、連邦政府の保持するデータに焦点を当ててきたたが、日本で本格的に奨学金の

実証研究を行う上で、アメリカ州政府の果たしてきた役割、とくに行政データがどのよう

に導入され、その結果どのように政策に影響を与えてきたのかといった背景を知ること

は、日本の奨学金政策に対して重要な示唆を与える可能性があるということも、今後の

研究課題の一つとして最後に指摘しておきたい。 
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